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序     文 
 

ザンビア共和国は、独立以来、銅の産出に依存するモノカルチャー経済であり、銅の価格の変

動によって国の経済が大きな影響を受けるため、農業・工業・観光業等を中心とした産業の多様

化を最優先の政策の 1 つとして掲げています。加えて、中央と地方の間の格差が課題であり、こ

の原因の 1 つとして地方における製造業の不在、製造業の生産性の低さが課題となっています。

政府は、地方における製造業振興においては、地域で入手可能な資源を生かして推進する必要が

あると考え、このために日本の一村一品運動やこれを参考にした他国の取り組みが参考にし得る

事例であるとの認識をもっています。 

「第 6 次国家開発計画（2011～2015 年）」においては、製造業が一次産品の市場化及び輸出を

けん引する産業として位置づけられ、付加価値の高い製造業をめざした民間人材の能力強化や関

連サービス供給能力強化を図っていくこととしています。また、現在内閣の承認待ちである地方

産業化戦略（RIS）のなかでは一村一品プログラムが地方の工業化推進の柱の 1 つとなっており、

個別の企業、組合、ビジネス協会等の中小零細事業者を対象に、マーケットのニーズにあった地

域資源の付加価値化を側面支援することとしていますが、実際には地方におけるこれら事業者へ

の支援体制は脆弱なのが現状です。 

こうした背景のなか、日本国政府は、ザンビア共和国政府からの要請に基づき、ザンビア共和

国通商貿易産業省産業局を実施機関として専門家を派遣することを決定し、地方における効果的

な中小零細事業体の支援に向けた体制案の策定を目的とした技術協力を独立行政法人国際協力機

構が実施することとなりました。 

当機構は 2012 年 11～12 月及び 2013 年 1～2 月に協力実施前の事前の調査として、本件の背景

や現状を確認するととともに、実施内容の計画策定に必要な情報・資料を収集・分析し、先方機

関とプロジェクトの内容について協議することを目的とした調査団を派遣しました。 

本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたもので、本件支援の円滑な実施に寄与すると

ともに、両国の友好、親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 

調査団派遣にご協力頂いた日本・ザンビア共和国の関係各位に対し、深甚の謝意を表すととも

に、今後のプロジェクトの実施にあたり、引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 25 年 3 月 

独立行政法人国際協力機構 
産業開発・公共政策部長 入柿 秀俊 
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DDCC District Development Coordination Committee 郡開発調整委員会 

DfID Department for International Development 英国国際開発省 

KDBA Kasama District Business Association カサマ郡ビジネス協会 

MAL Ministry of Agriculture and Livestock 農業畜産省 

MCTI Ministry of Commerce, Trade and Industry 通商貿易産業省 

MFI Micro Finance Institution マイクロファイナンス機関 

MOCTA Ministry of Chiefs and Traditional Affairs 伝統的指導者・伝統事項省 

MOF Ministry of Finance 財務省 
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SNDP Sixth National Development Plan 第 6 次国家開発計画 

SNV Netherland Development Cooperation オランダボランティア財団 

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁 
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ZDA Zambia Development Agency ザンビア開発庁 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景と目的 

ザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）では、中央と地方の間の格差が大きく、この原

因の 1 つとして地方における製造業の不在、製造業の生産性の低さが課題として認識されている。

ザンビアの地方は人口密度が低いものの、人口の約 7 割が居住しており、地方の開発の遅れはザ

ンビア全体の開発にとって大きな課題である。「第 6 次国家開発計画（Sixth National Development 

Plan：SNDP）」（2011～2015 年）においては、経済の多様化によって鉱業に依存した経済から

脱却することをめざし、農業、製造業、鉱業、観光業等の成長セクターを通じた「持続した経済

成長と貧困削減」をテーマとしている。このなかで、製造業については一次産品の市場化及び輸

出をけん引する産業として位置づけられ、付加価値の高い製造業をめざした民間人材の能力強化

や関連サービス供給能力強化を図っていくこととしている。 

ザンビア政府は、地方における製造業振興においては、地域で入手可能な資源を生かして推進

する必要があると考えており、このために、日本の一村一品運動やこれを参考にしたタイやマラ

ウイ等の取り組みが地方における製造業振興の参考にし得る事例であると認識している。よって、

これら他国の経験を基にした地方の製造業振興を推進することをめざして、わが国に対し技術協

力プロジェクトの要請がなされた。具体的には、地方の中小零細企業と国内のビジネス開発サー

ビス（Business Development Service：BDS）提供者との連携の強化や、地元で入手可能な資源を用

いた製品の高付加価値化の推進が要請書上意図されている。ザンビアでは中小零細企業開発政策

が策定されたところであり、一村一品（One Village One Product：OVOP）はここにうたわれてい

る富の生産と雇用創出を推進するための 1 つのツールと考えられている。一方で、地方産業化戦

略（Rural Industrialization Strategy：RIS）も現在ドラフト作成段階にあり、今後内閣の承認を待っ

て最終化される予定となっている。 

本調査は、ザンビア政府からの協力要請の背景、内容を確認し、本案件の事前評価を行うとと

もに、協力内容の計画策定に必要な情報・資料を収集・分析し、先方実施機関と本格調査に係る

R/D 案及び M/M の協議・署名を行うことを目的として実施したものである。なお、本調査は協力

実施を検討するにあたり、地方中小零細事業者の現状に関する情報収集を十分行う必要があった

ことから、3 州で中小零細事業者を実際に訪問して情報収集を行うこととし、現地調査を 2012 年

11 月 21 日～12 月 8 日と 2013 年 1 月 27 日～2 月 16 日の 2 回に分けて実施した。 

 

１－２ 調査団の構成 

＜第 1 回詳細計画策定調査＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

地場産業振興 高木 晃 株式会社アイコンズ 

 

＜第 2 回詳細計画策定調査＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

団長 上田 隆文 JICA 産業開発・公共政策部 国際協力専門員 

協力企画 奥本 恵世 JICA 産業開発・公共政策部 産業・貿易第一課 
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評価分析 平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 

地場産業振興 高木 晃 株式会社アイコンズ 

 

１－３ 調査日程  

＜第 1 回詳細計画策定調査＞ 

 日 程 スケジュール 

1 11/21（水） 成田→香港→ 

2 11/22（木） →ヨハネスブルグ→ルサカ 

3 11/23（金） 

ザンビア中小企業協会 

ザンビア開発庁（ZDA） 

通商貿易産業省（MCTI） 

国民経済強化庁（CEEC） 

4 11/24（土） 書類整理 

5 11/25（日） 書類整理 

6 11/26（月） 

在ザンビアフィンランド国大使館 

国家技術ビジネスセンター（NTBC） 

COMESA 

農業畜産省（MAL） 

RESCAP 

英国国際開発省（DfID） 

7 11/27（火） 
在ザンビアスウェーデン国大使館 

ルサカ → 西部州 

8 11/28（水） 

郡事務所 

中小零細事業者訪問 

・Choma District Dairy Co-operative Union 

・Kalomo Dairy Cooperative 

9 11/29（木） 

州政府州計画ユニット 

中小零細事業者訪問 

・Livingstone Greenery Initiative（LGI） 

・Mcdonalds Metal Fablication 

・Manufacturer of Copperware 

・Koaramen（craft) 

10 11/30（金） 

中小零細事業者訪問 

・Mwatambulwaku Chikuni Parish Home Based Care Aku VCT Centre 

西部州→ルサカ 

11 12/1（土） 書類整理 

12 12/2（日） ルサカ → 南部州 

13 12/3（月） 
州政府 

Lukona Farmers Association 
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14 12/4（火） 

中小零細事業者訪問 

・SDACCS 

・Sefula water use farmer group 

・Western Cashew Industries ltd 

15 12/5（水） 

郡事務所 

中小零細事業者訪問 

・Cassave producer 

・Timber group 

南部州→ルサカ 

16 12/6（木） 

USAID 

財務省（MOF） 

ザンビア製造業協会（ZAM） 

JICA ザンビア事務所 

17 12/7（金） ルサカ→ヨハネスブルグ→ 

18 12/8（土） →香港→成田 

 

＜第 2 回詳細計画策定調査＞ 

 日 程 上田 

（団長） 

奥本 

（協力計画）

高木 

（地場産業振興） 

平川 

（評価分析） 

1 1/27（日）   成田→香港→ 

2 1/28（月） →ヨハネスブルグ→ルサカ 

16:00 JICA ザンビア事務所 

3 1/29（火） 11:00 ザンビア開発銀行

（Mrs. Hephzibah Beyani, 

Acting Director） 

14:30 ザンビア開発庁 

10:00 通商貿易産業省 

（Mr. Tobias Mulimbika, 

Director-Industry） 

14:30 ザンビア開発庁 

（Mr. Windu Matoka, 

Director of SME 

Division） 

4 1/30（水） ルサカ→ムクシ  Musika プロジェクトサイト訪問 

ムクシ→セレンジェ COMACO プロジェクトサイト

訪問 

5 1/31（木） セレンジェ→カサマ 

14:00 ザンビア開発庁（Mr. Edgar Sigande） 

15:00 Chibusa Enterprise、Jetropha soap company 

16:00 国民経済強化庁（Mr. Davis Sitali, Provincial 

Coordinator in Northern Province, and Mr. Tresford 

Phiri） 
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6 2/1（金） 08:00 カサマ郡ビジネス協会（Mr. Mwenya Munkonge, 

Chairperson） 

14:30 ビジョンファンド 

15:30 SNV（Mr. Thomas Obiero Were） 

7 2/2（土） 中小零細事業者訪問 

・Chibusa Enterprise 

・Jetropha soap company 

8 2/3（日） カサマ→ルサカ 

9 2/4（月） 11:00 Musika（Mr. Reuben 

Banda, Managing 

Director） 

12:30 COMACO（Mr. Dale 

Lewis, CEO） 

17:00 JICA ザンビア事務所

書類整理 

17:00 JICA ザンビア事務

所 

10 2/5（火） 09:30 国民経済強化庁（Mr. 

Charles Muwe Mungule, 

Director of Empowerment 

Programs） 

11:00 Technoserve 

（Mr. Ones Karuho, 

Regional Program 

Manager） 

09:30 国民経済強化庁

（Mr. Charles Muwe 

Mungule, Director of 

Empowerment 

Programs） 

14:00 通商貿易産業省 

（Mr. Tobias 

Mulimbika, 

Director-Industry） 

16:00 ザンビア開発庁 

（Mr. Matoka, Director 

of SME Department） 

11 2/6（水） 成田→香港→ 書類整理 

12 2/7（木） →ヨハネスブルグ→

ルサカ    

16:00 JICA ザンビア

事務所 

 （Mr. Teranishi, RR, 

and other staff） 

16:00 JICAザンビア事務所（Mr. Teranishi, RR, and other 

staff） 

13 2/8（金） 9:30～12:00 ザンビア側主要関係者との協議（Mr. Stephen Mwansa, Permanent 

Secretary, and other staff）, ZDA（Mr. Andrew Chipwende, Director General）, 

CEEC（Mr. Likando Mukumbuta, Director General） 

 団内協議 

14 2/9（土） 協議議事録（M/M）ドラフト 

15 2/10（日） 協議議事録（M/M）ドラフト 
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16 2/11（月） 11:30 元ザンビア銀行 CEO との面会（Dr. Caleb Fundanga, ex-CEO of Bank of 

Zambia（39 Nalikwanda Road, Woodlands） 

14:00 ミニッツ協議（Mr. John Mulongoti and others） 

17 2/12（火） 9:30 ザンビア中小企業協会（ZCSMBA、Ms. Patience Sakuringwa） 

11:00 世界銀行（Mr. Brian Mtonya, Private Sector Development Specialist） 

14:30 M/M 協議（Mr. Tobias Mulimbika, director-industry 

17:00 JICA ザンビア事務所 

18 2/13（水） 8:00 協議議事録（M/M）署名 

10:00 農業畜産省（Mrs. Akapelwa Sitwala, Director of Department of 

Cooperatives） 

14:30 伝統的指導者及び伝統事項省（Professor Nkandu Luo, Minister） 

19 2/14（木） 9:00 外務省（Mr. W. Imakando, Director-Development Cooperation and 

International Organizations） 

16:30 在ザンビア日本国大使館（Mr. Akio Egawa, Ambassador, and Mr. Seiji 

Tashiro, First Secretary） 

20 2/15（金） ルサカ→ヨハネスブルグ→ 

21 2/16（土） →香港→成田 

 

１－４ 主要面談者 

本調査での主要面談者は以下のとおり。 

(1) MCTI（Ministry of Commerce, Trade and Industry）通商貿易産業省 

Mr. Stephen Mwansa Permanent Secretary（次官） 

Mr. Tobias Mulimbika Director of Industry（産業局局長） 

Mr. John A. Mulongoti Chief Economist（首席エコノミスト） 

Mr. Amos Mumba Senior Economist（シニア・エコノミスト） 

 

(2) ZDA（Zambia Development Agency）ザンビア開発庁 

Mr. Andrew Chipwende Director General（長官） 

Mr. Windu C. Matoka Director of Micro & Small Enterprises Division（MSED）（中

小企業部門主任） 

Ms. Kalobwe Chansa Enterprise Development Manager（企業開発マネジャー） 

Mr. Eben Sibbuku Senior Enterprise Development Officer（シニア企業開発ス

タッフ） 

Mr. Edgar Sigande Regional Officer, Northern Province（北部州スタッフ） 

 

(3) CEEC（Citizens Economic Empowerment Commission）国民経済強化庁 

Mr. Charles Muwe Mungule Director of Empowerment Programs（エンパワーメント事

業主任） 

Mr. Davies Sitali Provincial Empowerment Coordinator, Northern Province（北

部州エンパワーメント調整官） 
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Mr. Tresford Phiri Program Assistant, Northern Province（北部州プログラム・

アシスタント） 

 

(4) MOCTA（Ministry of Chiefs and Traditional Affairs）伝統的指導者・伝統事項省 

Prof. Nkandu Luo Minister（大臣） 

 

(5) MOF（Ministry of Finance）財務省 

Ms. Belinda L. Lumbala Principal Planner, National Planning Department（国家計画

局主任計画官） 

Ms. Pamela Chikonde Kauseni, Principal Planner, National Planning Department（国家計画

局主任計画官） 

 

(6) MAL（Ministry of Agriculture and Livestock）農業畜産省 

Ms. Mulemwa Akakandelwa Sitwala Director of Cooperatives 

 

(7) KDBA（Kasama District Business Association）カサマ郡ビジネス協会 

Mr. Mwenya Munkonge Chairperson（会長） 

Mr. Muranbia Steven Member（会員企業） 

 

(8) ZCSMBA（Zambia Chamber of Small and Medium Business Associations） ザンビア中小企業協会 

Ms. Patience Sakuringwa Executive Secretary（事務総長） 

 

(9) ZAM（Zambia Association of Manufacturers）ザンビア製造業協会 

Ms. Roseta Mwape Chief Executive Officer（会長） 

 

(10) ZNFU（Zambia National Farmers’ Union）ザンビア農民労働組合 

Mr. Josphat Phiri Regional Manager, Central Region（中央州マネジャー） 

 

(11) Musika（非営利企業） 

Mr. Charles Musonda, Operations Manager（事業マネジャー） 

 

(12) COMACO（Community Markets for Conservation、非営利企業） 

Mr. Moses Kasaka Extention Cordinator（北部州事務所普及コーディネーター） 

 

(13) Development Bank of Zambia ザンビア開発銀行 

Mr. Caiaphas Habasonda Chief Investment Officer（チーフ投資スタッフ） 

 

(14) NTBC（National Technology Business Centre）国家技術ビジネスセンター 

Mr. Emma M. Malawa Deputy Director, Policy Analysis and Statistics（政策分析統

計担当副局長） 
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(15) COMESA（Common Market for Eastern and Southern Africa）東南部アフリカ市場共同体 

Mr. Edwen Zulu Coordinator（コーディネーター） 

 

(16) World Bank 世界銀行 

Mr. Brian G. Mtonya Senior Private Sector Development Specialist（シニア民間セ

クター開発専門家） 

 

(17) Embassy of Finland 在ザンビアフィンランド国大使館 

Mr. Ville Luukkanen Counselor of Economic Growth and PSD（経済発展と民間

セクター開発カウンセラー） 

 

(18) Embassy of Sweden 在ザンビアスウェーデン国大使館 

Ms. Anna Rahm First Secretary, Agriculture and Rural Development（一等書

記官、農業・農村開発） 

 

(19) DfID（Department for International Development）英国国際開発省 

Ms. Suzanne Parkin Private Sector Development Advisor（民間セクター開発ア

ドバイザー） 

 

(20) USAID（United States Agency for International Development）米国国際開発庁 

Mr. Brian Martalus Agriculturel Development Officer（農業開発スタッフ） 

 

(21) SNV（Stichting Nederlandse Vrijwilligers, Netherland Development Cooperation）オランダボラ

ンティア財団 

Mr. Abraham Mauta Director Khoza Apiculture Center（コザ養蜂センター長） 

 

(22) Vision Fund ビジョンファンド 

Mr. Mischeck J. Mwamba Credit Supervisor（貸付監督者） 

 

(23) Embassy of Japan in Zambia 在ザンビア日本国大使館 

江川 明夫  特命全権大使 

田代 征児  経済協力担当 一等書記官 

 

(24) JICA Zambia JICA ザンビア事務所 

寺西 義英 所長 

佐々木 大吾 所員 

江波 祐子 企画調査員 

Helen Masiye プログラム・オフィサー 
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１－５ 調査結果の概要 

１－５－１ 地方工業化に向けた政策・体制と本支援の位置づけ 

地方の中小零細事業者支援は、「ビジョン 2030」、「第 6 次国家開発計画（SNDP）」、「商

業貿易産業政策（CTI Policy）」、「中小零細企業振興政策（MSME Development Policy）」と

いった一連の政策の方向と合致していることが確認され、地方経済の成長、雇用の吸収、都市

への移住抑制、地域資源の有効活用等に寄与すると認識されている。 

現在承認プロセスにある地方産業化戦略（RIS）のなかでは、4 つの柱のうちの 2 つとして一

村一品（OVOP）Program と産業クラスター開発（Industrial Cluster Development）を別のものと

して位置づけている。この 2 つの違いは、OVOP があくまで個別の中小零細事業者（企業、組

合、ビジネス協会等営利活動を行える団体であれば形態を問わない）を対象にマーケットのニ

ーズにあった地域資源の付加価値化を側面支援するのに対して、クラスター開発は地域ごとに

特定の産業全体の振興を図るもので、計画のなかでは全州において特定の場所に特定の業種の

事業者を集め、電気等インフラを優先供給することも考えられている（ただしこれについては

民間団体、ドナーからの聞き取りでは実行性、有効性について懐疑的な意見もあり）。通商貿

易産業省（Ministry of Commerce, Trade and Industry：MCTI）としては OVOP により支援された

事業者が将来的にクラスターの一部となることに期待を寄せている。これまで、MCTI 内に

OVOP 事務局の設置を進められてきたが、実質的な活動はまだ行われていない。 

 

地方の産業化を推進するなかで、MCTI は政策の企画・立案機能を担っており、ザンビア開

発庁（Zambia Development Agency：ZDA）、国民経済強化庁（Citizens Economic Empowerment 

Commission：CEEC）が実施機関として機能することをザンビア側は想定している。ZDA は投

資促進、輸出振興等と並んで中小零細企業開発を担っているが、中小零細企業開発については、

大企業とのリンケージ促進、ビジネス関連情報の提供、マーケットアクセス拡大支援、起業診

断と研修提供などの役割を果たしている。CEEC は若者や女性、障害者など特定の層を対象と

した経済的能力強化を図る機関であり、低利での事業資金貸付スキームであるエンパワーメン

トファンドの提供や起業家精神に関する研修などを行っている（ただし、エンパワーメントフ

ァンドについては回収率に問題があり、現在制度全体の見直しを行っている）。現在、ZDA の

なかの一部門である中小零細企業振興部門については依然として組織変更による移転が検討中

であり、MCTI の一部とする案、現行どおりとする案、CEEC の一部門とする案等があり結論

は出ていないが、MCTI 次官からは、本機能がどの機関に移ろうとも、MCTI の傘下であり OVOP

プログラムの実施には影響のないように取り組むとの説明があった。州レベルに MCTI の出先

はなく、ZDA は 10 州中 7 州、CEEC は 10 州中 9 州に職員を配置している。郡レベルにはいず

れの機関も職員を置いていないため、現場での支援体制の構築が課題である。 

 

本件実施にあたっては、中央では MCTI 産業局内の OVOP 事務局（職員 3 名が兼務）が中央

での企画・立案・モニタリングを担当し、州では主として ZDA 職員が実施主体となる（CEEC

が協力）。郡では郡行政スタッフ（District Administration Officer：DAO）が統括機能をもつが、

支援者としては地域の中小零細事業者の組合である郡ビジネス協会（District Business 

Association：DBA）が実質的な役割を担うことが想定される。その他、郡レベルでは農業畜産

省（Ministry of Agriculture and Livestock：MAL）の職員が複数名配置されており、アグリビジ
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ネス担当、組合担当の職員等もいることから、これら関連省庁職員との連携も必要と思われる。 

また、OVOP 実施にあたっての協働を推進する枠組みとして 2 つの既存のステアリング・コ

ミッティ（SC）を活用することとしている。MCTI レベルの SC は MCTI 次官を議長として関

係する省傘下の機関（ZDA、CEEC、Zambia Bureau of Standard 等）、ザンビア中小企業協会（Zambia 

Chamber of Small and Medium Business Associations：ZCSMBA）、関係他省がメンバーとなって

いる。一方、ナショナル・ステアリング・コミッティは内閣官房長（Secretary for Cabinet）を

議長として大統領特別顧問や各関係省の次官（Permanent Secretary：PS）をメンバーとする。 

 

１－５－２ 地方における中小零細事業体の現状 

11 月の第 1 次調査時に西部、南部、今回の調査で北部を訪問し、合計 3 州で 13 社の中小零

細事業者（企業、組合、ビジネス協会等）を訪問し、ザンビアの地方における中小零細事業者

の現状について確認を行った。その結果、外からの支援に頼らず事業を継続している企業があ

る一方で、ドナー等からの支援を得ている事業者のなかには受け身な姿勢がみられる者もあっ

た。これらの事業者からは総じて機材や資金が必要との要望があったが、主要な問題点はむし

ろ会計、マーケティング等の企業経営スキルの欠如にあると考えられる。 

今回訪問したドナーからも、事業者のマインドセットを変化させることが重要との声が聞か

れた（その他には金融アクセスの向上、識字率など教育面の取り組み、地方インフラ整備等）。

起業家精神、事業経営、計画、技術面のスキルの強化が重要であるほか、バリューチェーン内

のリンケージ、金融アクセス強化が必要であると考えられる。 

なお、中小零細事業者の金融アクセスについては英国国際開発省（Department for International 

Development：DfID）が調査を行っているほか、世界銀行も銀行を通じた中小企業金融向け支援

を検討中であり、また AfDB が FAPA（Private Sector and Microfinance Department Fund for African 

Private Sector Assistance）の贈与スキームを使って市中銀行の中小企業向け融資拡大のための技

術支援を行っている。 

 

１－５－３ JICA による技術協力の内容 

調査の結果、BDS 提供者能力強化と、適切な BDS を中小零細事業者にスムーズに提供する

ことを本件支援の中心に据えることが適当と判断され、1 年半の個別専門家派遣を行い、試行

を通じて OVOP 実施体制の明確化を図ることから始めるべきとの案を当方より提案し、合意さ

れた〔2 月 13 日に MCTI 次官代理（産業局長）と協議議事録（M/M）に署名済み〕。 

 

(1) 名称 和文名称：地方中小零細事業者支援（一村一品プログラム）アドバイザー 

英文名称：Advisor for Rural Micro, Small and Medium Business Entities  

 Development（One Village One Product Program） 

(2) 協力期間 1 年半 

(3) 投入 日本側：日本人専門家 1 名の派遣及びその活動経費 

ザンビア側：オフィススペース確保、カウンターパート（C/P）給与、旅費等 

(4) C/P 主たる C/P は MCTI 産業局内に置かれる OVOP 事務局職員（3 名、兼務）。

州（Province）レベルでは ZDA 職員、CEEC 職員、郡（District）レベルでは

郡政府の郡行政スタッフ（DAO）がフォーカルポイントとなる。 



－10－ 

(5) 対象地域 3 州をパイロット州とし、支援開始までに双方で決定する。その際、パイロ

ットとしての妥当性（その後の拡大を考慮）、3 州間でのアクセス、インフ

ラ整備状況等について考慮に入れることとする。 

(6) 活動内容 ① 地方の中小零細事業者、支援機関、原材料供給者等の能力、課題を把握、

診断する。 

② 支援対象の中小零細事業者を選定する〔対象中小零細事業者は、既に事

業を実施している事業者とし、業種はザンビア政府の方針（地域ごとの

優先リソースマップ等）と照らして選定〕。 

③ ZDA、DBA、BDS 提供機関による中小零細事業者支援のためのパイロッ

トプロジェクトを実施する。 

④ パイロットプロジェクトに関与する DBA 及び BDS 提供機関の能力強化

を支援する。 

⑤ パイロットプロジェクトを実施するなかで、州、郡レベルの関係者のオ

ンザジョブトレーニング（OJT）を行う。 

⑥ リボルビングファンドを含む中小零細事業者の金融アクセス改善の方策

を検討する。 

⑦ OVOP 事務局による OVOP 活動の実施体制整備を支援する。 

⑧ 上記活動から教訓を導き出す。 

⑨ 本支援後の事業拡大に向けた支援を行う。 
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第２章 ザンビアにおける地方工業化の現状と課題 
 

２－１ ザンビアにおける地方工業の現状 

(1) GDP からみたザンビア産業 

ザンビアの経済は 2000 年代に経済政策や銅価格の上昇、債務免除を含めたドナー支援によ

り順調な発展を遂げ、GDP 成長率は、2000 年から 2010 年にかけて年平均 5.6％の上昇を遂げ

た。GDP に占める割合を農業、工業、サービス業のセクター別にみると、工業は、2000～2002

年には、26.1％であったが、2008～2010 年には、32.7％とそのシェアを拡大していることが

わかる（表２－１参照）。 

 

表２－１ GDP シェア 産業セクター別（％） 

 
出所：Central Statistical Office of Zambia 

 

工業のうち製造業は、2000～2002 年から 2008～2010 年の間で、その GDP シェアを 10.6％

から 9.5％とわずかに減らしている。更に細かく製造業をサブセクター別に分析すると、飲

食料、タバコが 59.6％から 68.7％とそのシェアを伸ばしていることがわかる（表２－２参照）。

また、ザンビアの総雇用人数に対する製造業の占める割合は、2005 年の 1.3％から 2008 年の

3.2％へと増加している。 

 

表２－２ GDP シェア 製造業内サブセクター別（％） 

 
（製造業全体を 100％とする） 
出所：Central Statistical Office of Zambiai 

 

(2) 事業所数からみたザンビア産業 

2011 年実施の経済センサス1のデータによると、ザンビア全体での事業所数は約 6 万 7,000

である。産業セクター別にみると、「卸売業・小売業、自動車・オートバイ修理業」が 58.8％

                                                        
1 2011 Listing Phase of the Economic Census, Central Statistical Office、正式な報告書は未発表 

農業 16.1 12.6
工業 26.1 32.7

建設業 5.4 11.6
製造業 10.6 9.5
鉱業・採石業 7.1 9.2
電力業 3.0 2.4

サービス業 58.7 54.7
GDP計 100.0 100.0

2000-02年 2008-10年セクター

サブセクター 2000-02年 2008-10年
食飲料、タバコ 59.6 68.7
化学、ゴム、プラスチック製品 8.5 8.8
材木、木成品 7.4 8.2
繊維、革製品 17.2 6.1
製紙、紙製品 2.8 3.7
組立金属製品 2.2 2.0
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とその大部分を占めている。2 番目は「宿泊施設業、食品サービス業」で 13.3％、製造業は

7.1％となっている。 

 

表２－３ 事業所数 産業セクター別 

 
出所：2011 Listing Phase of the Economic Census, Central Statistical Office 

 

事業所数を州別にみると、南部州の州都であるリビングストーンからコッパーベルト州に

かけて通る鉄道周辺の商業エリアが存在する 4 州（南部州、中央州、ルサカ州、そしてコッ

パーベルト州）において事業所数が多く、4 州合計でその 71.7％を占めることがわかる。特

にルサカ州、コッパーベルト州の占める割合が大きい。事業所規模が大きくなるとその傾向

はより顕著となり、中規模事業所に限ると 4 州計で 80.1％、大規模事業所に限ると 4 州で

87.7％と 9 割近くを占める。他 6 州は、事業所数が相対的に少ないが、特に中規模、大規模

の事業所数がより少ない傾向にある。なお、正確な数字はないが、MCTI、ZCSMBA による

とビジネス活動を行う中小零細事業体のなかには、企業だけでなく、組合、ビジネス協会な

どさまざまな形態の事業体がある。 

 

  

産業 事業所数 ％
Wholesale & Retail trade; repair of motor vehicles and motor cycles 39,278 58.8
Accommodation and food service activities 8,876 13.3
Other service activities 5,942 8.9
Manufacturing 4,745 7.1
Education 1,524 2.3
Administrative & support service activities 1,001 1.5
Agriculture, Forestry & Fishing 822 1.2
Financial & Insurance activities 753 1.1
Transport and Storage 707 1.1
Information & Communication 698 1.0
Human health & social work activities 633 0.9
Professional, scientific & technical activities 615 0.9
Construction 370 0.6
Mining and quarrying 249 0.4
Arts, entertainment and recreation 214 0.3
Real estate activities 141 0.2
Water supply, sewerage, waste management & remediation activities 93 0.1
Electricity 82 0.1

計 66,743
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2011 Listing Phase of the Economic Census, Central Statistical Office 

 
4

4 73.9
4 87.4 93.2

 
 

 
2011 Listing Phase of the Economic Census, Central Statistical Office 

 
(3)  

4

500 16 410
88 5

91
5 24

3  

                                                        
2 2011 10 Chinsali Isoka Mafinga Mpika

Nakonde  Chama  
3 2010 800 ZMK 250 ZMK 800 ZMK

250 ZMK ZMK  
4 Patrick Conway and Manju Kedia Shah 2010 “Zambia Business Survey Who’s productive in Zambia’s private sector? Evidence from 

the Zambia Business Survey” 
5 Zambia Business Survey 2011 51  
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Patrick Conway and Manju Kedia Shah 2010 “Zambia Business Survey: Who’s productive in Zambia’s 
private sector? Evidence from the Zambia Business Survey” 

 
(4)  

4
Patrick, 2010  

 

29
50  

 

 
(1) 2030 The Vision 2030 2006 12

2030
6 10

6 10
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(2) 2030 6 2011 2015 2011

1

MSME
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(3) CTI 2010 1 6
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MSME

 
 

(4) MSME 2009 4
MSME

MSME

MSME

 
 MSME  
 MSME
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(5) RIS 2
OVOP OVOP

RIS

MSME  
 

 
MCTI

ZDA MSE
CEEC  

ZDA CEEC 6

Provincial Development Coordination Committee
PDCC ZDA MSME

MSME
ICT

ZDA 5

 
CEEC MSME

MSME
1 2

 
District Commissioner District 

Development Coordination Committee DDCC DAO
DBA DACO Zambia National Farmers’ 

Union ZNFU DAO
ZDA CEEC

DAO
DBA

 
DBA

                                                        
6 ZDA MSE ZDA 10 7 1 CEEC 9 2
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DBA ZCSMBA ZCSMBA
7 DBA ZDA CEEC

DAO DBA
 
OVOP DDCC

DDCC MAL
DACO MAL

District Cooperative Development Officers 24 District Cooperative Inspectors 72
MAL  

ZCSMBA DBA
MSME ZCSMBA ZCSMBA BDS

DBA

BDS BDS
TOT

 
NSC Secretary for Cabinet

NSC MCTI

MCTI SC
ZDA CEEC ZBS

ZCC PACRA ZCSMBA OS
SC

MSME
BDS

 
MAL Ministry of Chiefs and Traditional 

Affaires MOCTA Chief
OVOP

 
OVOP OVOP OS MCTI 2 3

8  
 
                                                        
7 DBA DBA

 
8 OS JICA ZDA CEEC

MCTI
MCTI OVOP

OVOP  
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MCTI運営委員会

国家運営委員会通商貿易産業省

（MCTI）

主要省庁

OVOP 事務局
(OS) 

OS スタッフ

プログラム・マネージャー

中央レベル

ZDA
（MSE 課）

CEEC

プログラム・ディレクター

ザンビア中小企業協会
（ZCSMBA）

産業局

個別専門家

州開発調整委員会

州レベル

郡開発調整委員会

郡レベル

対象郡で選定された地方の中小零細企業（MSME）

郡ビジネス協会
（DBA）

郡行政スタッフ
（郡レベルの窓口）

DBA会員企業の能力強化
にかかる協力・連携

ZDA 
州スタッフ

CEEC
州スタッフ

国家農民労働組合
（ZNFU）

郡農業調整事務所
（DACO）・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

MSMEs 
MSMEs 

MSMEs 

指導及び監督

技術的かつ財政的な

支援及び監督

MSMEs 
MSMEs 

MSMEs 

現場レベル

ビジネス開発サービス（BDS）の提供

日本側

プロジェクト実施に必要
な技術指導・助言の提供

・・・・・・・・・・・

他省庁との協力・連携

・DBAを通じたBDSプロバイダーの派遣

・研修経費の支出

・その他支援

ビジネス支援体制

図２－２ 協力支援の実施体制図 
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図２－３ MCTI 組織図 
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２－２－３ 予算 

MCTI 産業局の地方産業化関連予算（人件費を除く）は、表２－６で示すとおり、2010 年度

に 5 万 ZMW（産業局総予算の約 0.5％）、2011 年度に 7 万 1,354 ZMW（同 0.6％）、2012 年度

に 89 万 3,000 ZMW（同 7.6％9）及び 2013 年度に 10 万 ZMW（同 0.7％）が配分され、政策策

定のための経費等に充てられた。このように、地方産業化関連予算は、産業局予算の 0.5～0.7％

を確保していることがわかる（2012 年度を除く）。また、2011 年度の OVOP 関連予算は前年

度と比較すると 42.7％、2013 年度の同予算は 2011 年度（2012 年度に実施された全国調査のた

め）と比較すると 40.2％増加している。地方産業化関連予算は順調に増えつつあるものの、産

業局全体の割合からすれば、1％にも満たない。したがって、産業局予算のなかで地方産業化関

連予算が増加されるように働きかけることが重要である。今後、OS が新しく設立される予定

であることから、事業拡大に向けた次期フェーズで必要な予算を精査しつつ、OS スタッフと

協力して地方工業化関連予算を拡大させていくことが必要である。個別専門家派遣後は、OVOP

活動に係る一定予算の確保をめざすことが期待される。 

 

表２－６ MCTI 産業局による地方産業化関連予算配分の傾向（2010～13 年度） 

（単位：ZMW） 

 
注：1）パーセンテージは、MCTI 産業局の総予算に対する OVOP 関連予算の割合を示す。 
注：2）ザンビアの予算年度は、1 月～12 月までとなっている。 
注：3）ZMW（KR）＝新クワチャ 
出所：MCTI 産業局 

 

ZDA 中小企業（SME）部門の OVOP 関連予算は、表２－７のとおりである。2011 年度には

16 万 3,554 ZMW（SME 部門の予算の約 7.9％）及び 2012 年度に 7 万 6,600 ZMW（同 4.9％）を

OVOP プログラムの計画のために要求したものの、実際には確保することはできなかった（ZDA

側からの説明）。また、2013 年度には 59 万 1,050 ZMW を要求しており、これらの予算の使途

は、以下の項目に関連する活動の費用である。 

①MSME 能力改善に係る支援 

②資金アクセスに係る支援 

③国内外のマーケットへの支援 

④BDS プロバイダーへのアクセス支援 

⑤州レベルでの適切な活動場所（工業団地など）の確保 

⑥MSME への情報提供 

⑦最新の技術や施設へのアクセス支援 

⑧MSME の登録業務 

SME 部門によれば、ザンビア政府が OVOP 活動を優先させる意向を有することから、2013

                                                        
9 2012 年度は、各郡における天然資源の特定、RIS の策定などを行う必要があったことから、国内全郡で OVOP に関連した

調査が展開された。したがって、予算配分が他年度と比較して高い割合となっている。 

ZMW (KR) 割合（％） ZMW (KR) 割合（％） ZMW (KR) 割合（％） ZMW (KR) 割合（％）

MCTI 産業局の総予算               10,119,056 ―               11,809,473 ―               11,809,473 ―               13,760,167 ―

    OVOP 関連予算 50,000 0.49% 71,354 0.60% 893,000 7.56% 100,000 0.73%

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
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年度に本格的な予算確保をめざしているとのことであった。したがって、同協力支援では SME

部門と協力・連携しつつ、OVOP 関連予算が効果的に活用されるように注視するとともに、SME

部門の同予算が更に増加されるように働きかけていく。 

 

表２－７ ZDA 中小企業（SME）部門による OVOP 関連予算要求額の傾向（2010～12 年度） 

（単位：ZMW） 

 
注：1）パーセンテージ（中段）は、ZDA の総予算に対する SME 部門の予算の割合を示す。 
注：2）パーセンテージ（下段）は、SME 部門の予算に対する OVOP 関連予算の割合を示す。 
注：3）ザンビアの予算年度は、1 月～12 月までとなっている。 
出所：ZDA の SME 部門 

 

他方で、CEEC から支出されるエンパワーメント・ファンド（利率：年間 12％）は、以前の

制度では応募者からプロポーザルを募り、CEEC で審査・承認された応募者にファンドを提供

していた。しかしながら、現在は制度を見直しており、ポテンシャルのある特定の地域でのビ

ジネス活動に向けた支援を行うための準備を進めている途中で、選定された郡内のクラスター10

に属する対象 MSME に融資11する計画である。2013 年中に各州 3 郡を対象とし、水産加工、乳

製品加工、メイズ加工などの分野で活動を開始することになっている。郡の選定は、RIS に従

って、開発ポテンシャルの高い既存事業がある郡を対象とする方針である。 

表２－８のとおり、2012 年度のエンパワーメント・ファンドは 47 百万 ZMW 確保されてい

たが、年度末にその一部のみが支出された。今後全額が支出されるかどうかは不明である。2013

年の同ファンドは、54 百万 ZMW が確保されている。また、CEEC の経常予算（2012、2013 年）

は、両年とも各 15 百万 ZMW が確保されており、その一部がエンパワーメント・ファンドの目

的で活用されることもある。 

2011 年度のエンパワーメント・ファンドは前年度と比較すると減少するものの、それ以降の

同予算は増加傾向にあることがわかる。しかしながら、各年度の成立予算は、2010 年度が 25

百万 ZMW、2011 年度が 40 百万 ZMW となっていることを考えると、実際の支出額は同予算よ

りも下回る可能性が高い。特に、2011 年度は同予算の半分以下の支出額となっており、2012

年度の未払い分のファンドが最終的にどこまで支出されるかについては不明である。よって、

2013 年度の成立予算（54 百万 ZMW）に関しても、その支出状況をモニタリングしていく必要

がある。 

 

  

                                                        
10 本調査時点で対象郡及び分野は確定されていなかったが、エンパワーメント事業局長は、それらを早めに決めたいとのこと

であった。 
11 MSME に融資される最高額は 50 万 KR となっている。 

ZMW (KR) 割合（％） ZMW (KR) 割合（％） ZMW (KR) 割合（％）

ZDAの総予算               31,743,929 ―             127,161,147 ―               71,436,397 ―

SME 部門の総予算               10,977,748 34.58%                 2,081,719 1.64%                 1,576,092 2.21%

    OVOP 関連予算 0 0.00% 163,554 7.86% 76,600 4.86%

2010 年度 2011 年度 2012 年度
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表２－８ CEEC による OVOP 関連予算配分の傾向（2010～13 年度） 

（単位：ZMW） 

 
注：1）ザンビアの予算年度は、1 月～12 月までとなっている。 
注：2）2012 年度のエンパワーメント・ファンド（47 百万 ZMW）については、年度末にその一部が処

理された。 
出所：CEEC エンパワーメント事業局 

 

２－３ 民間セクターによる取り組み状況 

２－３－１ 企業の現状・課題 

本調査において西部、南部、そして北部における以下の 13 社の中小零細事業体（企業、組合、

ビジネス協会等）を訪問し、ザンビアの地方における中小零細事業体の現状について確認を行

った。なお、本調査団より MCTI に対し、本支援の対象に近いと思われる事業体を本調査団の

スケジュールなどを考慮し選択するよう依頼し、MCTI により選定された事業体を訪問した。

訪問の結果、以下のような共通する課題が観察された。 

 

(1) 調査団の観察による地方中小零細企業の課題 

・  まず、本来製造原価に入れるべき費用項目を入れていないなど、基礎的な事業経営能

力が不足しているケースが多くみられた。例えば、西部州のピーナッツバター、ヒマ

ワリ油などを生産している組合〔表２－９、(8)参照〕では、機材の減価償却費を考

慮しておらず、実際よりも低く算出された原価にて利益を計算していた。同組合によ

ると、製造販売により利益が出ているとしていたが、本来は利益が出ているかどうか

疑わしいといえる。このように事業経営能力向上の必要性があるケースが多くみられ

た。 

・  また、ドナーからの支援により加工機材を導入している場合、不衛生な状態になって

いたり、故障のまま放置されたりするなど、そのメンテナンスがきちんと行われてい

ないケースが多かった。北部州のジャトロファ13石けんを生産販売している企業〔表

２－９、(13)参照〕では、生産に係る機材を支援されているが、オイル抽出用、フィ

ルタリング用機材が清潔に保たれていなかったり、故障したミキサーを放置したりし

ているなど機材のメンテナンスに課題が観察された。自己資金による調達でないため

大事にしないという意識的な側面と、衛生面や生産性の点において、機材をきちんと

使う重要性が理解されていないという技術的な側面があると思われる。 

・  上記のような課題がみられた一方、外からの支援に頼らず創意工夫、自主自立により

事業を継続している企業があった。金属製のドア枠、窓枠を製造している企業〔表２

－９、(4)参照〕は創業以来、ドナー、政府機関など外部からの支援を一切受けず、

資金的、技術的制約がありながらも、他事業者の製品、取り組みや技術を観察し、試

                                                        
13 和名：ナンヨウアブラギリ 

エンパワーメント・ファンド

経常経費

                        22,000,000                         18,000,000                         47,000,000                         54,000,000

                        15,000,000                        15,000,000                        13,750,000                          3,367,593

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度

ZMW (KR) ZMW (KR) ZMW (KR) ZMW (KR)
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行錯誤を繰り返すことにより市場に取り入ることに成功している。 

・  同様の支援を受けていながら、リーダーシップ、マネジメントにより差が出ていると

思われる事業者もあった。南部州で訪問した 2 つの乳業関連事業者は、ドナーより同

様の支援を受け、同様の事業を行っている。一方の事業者では、実行力と統率力のあ

るリーダーのもと、施設も適切に整備され事業が順調に進んでいると観察された。し

かしながら、もう一方の事業者は、調査団訪問時の代表者の対応が注意散漫なもので

あったが、それは施設内、機材が清潔に保たれていない状態としても出現しており、

特に食品加工業者としては事業が進むべき方向に進んでいないことが観察された。

〔表２－９、(1) (2)参照〕どの組織でもリーダーは重要であるが、特に中小零細企業

にとってリーダーは大変重要であり、ザンビア中小零細企業においてもリーダーを育

成する必要がある。 

・  原材料購入のための資金不足を課題に挙げる事業者が多かったが、無駄なコストをか

けることなく事業経営しているか、適切な生産性をあげているかなど、組織内部の問

題を疑ってみるという考えに至らないという共通点がみられた。ジャトロファ石けん

製造事業者〔表２－９、(13)参照〕は、自分たちの課題を原材料購入のための資金不

足としていた。しかし、彼らの製造工程を分析すると、加工工程に課題があるため、

ある一定量の原材料からできる完成品の量が少なくなっている可能性が指摘される。

この課題が改善されれば、この資金問題はある程度解決されるはずである。上記、加

工工程の問題というのは限られた情報のもとの推測であり断定はできないが、少なく

とも、事業者が内部の問題を探ってみるという視点がないことは課題であるといえ

る。ドナー頼みで創意工夫、自主自立の精神が不足しているだけでなく、事業経営、

生産技術に関する知識、経験が不足しているためであると推測される。 

・ 例えば、木工品を制作しているあるグループは、通常、彫刻から仕上げまでを同じ職

人が担当をするところ、彫刻工程と仕上げ工程を分業することにより、他事業者より

完成度の高い木工品を制作していると主張していたが、その違いを観光客が認識して

いるかどうかは疑問が残る。また、その違いは顧客が求めるものなのかという視点は

事業者になく、「技術者としてのこだわり」という作る側の視点だけであることがヒ

アリングにより観察された。この例のように、競合と差別化のために創意工夫を行っ

ている事業者もみられたが、それは顧客が認識でき、なおかつプラスと受け取ってく

れる差となっているかどうかという視点をもっていない事業者が多くみられた。 
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表２－９ 中小零細事業体概要 

企業名 ①企業形態 
②創業年 
③メンバー数 

④製品 
⑤取引先 
⑥販売量 

外部支援 その他 先方への聞き取り結

果 
観察 

南部州 
(1) 
Choma 
District Dairy 
Cooperative 
Union 

①協同組合連合 
(cooperative 
union） 
②2000 年 
③730 名 

④生乳、チーズ、

ヨーグルト 
⑤販売先：大手乳

業メーカーパルマラ

ット（Parmalat）、
地元マーケット 

USAID による機

材、建物、技術支

援 

 酪農家より生乳を回

収し、大手乳業メーカー

パルマラット（Parmalat）
へ生乳を販売している。 
 ６つの cooperative よ

り 構 成 さ れ 、 各

cooperativeが農家からの

回収を担当している。（タン

クがない cooperative も

あり。） 
 ９割程度がパルマラ

ットへの販売だが、一

部、加工し、牛乳、ヨー

グルトとして地元で販

売を行っている。 
同連合が酪農家への新

種導入の技術支援、回収

用タンク、自転車の購入

支援（費用は酪農家負

担）などを行っている。 

 牛乳充填機材はあ

るが、手動であり、自

動の機材がほしい。 
ホモジャイザーがな

い。 
将来的には、牛乳を安

価で提供し、多くの人

が飲めるものとした

い。 
 事業経営に関する

トレーニングも必要

だが、資金不足により

人材の雇用、トレーニ

ングなどを受けるに

至っていないとのこ

と。 

 パルマラットが品質を検査し、その評価

により価格が決定される。同連合はこれを

課題としており、検査機器を導入すること

により価格決定を自ら行いたいとのこと

であるが、機材導入により価格決定権が同

団体側に生じるかどうかは不明。 
 非常に活動的であり、リーダーもしっか

りしており、調査団に対し靴の消毒を求め

るなどマネジメントもしっかりしている。

しかし、機材支援を多く受けながら、いま

だに機材支援を求めており、将来的な支援

からの脱却には、事業経営ノウハウが必要

である。リーダー、組織がしっかりしてお

り、具体的な市場（パルマラット）がある

ため、介入により一定の効果が出る可能性

は高いと思われる。同連合はパルマラット

以外への市場開拓を求めており、その場

合、より高度な事業ノウハウが必要であ

り、リスクも大きくなるため、今後の事業

難易度は上がると思われる。 
(2) 
Kalomo 
District Dairy 
Cooperative 

①協同組合 
（cooperative） 
②2003 年 
③106 名 

④生乳、チーズ、

ヨーグルト 
⑤販売先：大手乳

業メーカーパルマラ

ット（Parmalat）、
地元マーケット 

USAID による機

材、建物、技術支

援 

 上記、酪農協同連合と

同じようにUSAID 支援

により、ミルクタンクを

導入。酪農家より生乳を

回収し、パルマラットへ

販売。1 つの組合のみで

 地区に回収センタ

ーが 1 つだけであり、

拡大したいがその資

金はない。 

 施設が綺麗に保たれているとはいえず、

作業者の割烹着も汚れていた。上記連合と

同じような活動ではあるが、リーダー、組

織マネジメントに課題があるといえる。 
 酪農家からの購入価格は約 2,300ZMK/
リットルで、パルマラットへはおよそ
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運営している。 2,600ZMK/リットル。回収センターの運

営、機材メンテナンス、検査キット、将来

への投資などを考えると、マージン幅が少

ない。 
 以前、酪農家は、1,000ZMK/リットル

ほどの価格にて近辺で販売をしており、か

つ販売量も少なかったため、酪農家へのイ

ンパクトは大きいが、酪農家への利益分配

が過度に大きい。 
(3) 
Livingstone 
Greenery 
Initiation 
(LGI) 

①グループ 
②2003 年 
③現在、4 つの団

体 （ association
等）のメンバーが

生産活動をして

い る 。 widow 
association (55
名) 他 100 名以

上。 

④苗木、財布など

⑤販売先：市議

会、一般家庭、 
Ministry of 
Forest。まだ販売

実績はない。 

 デンマーク、フ

ィンランド大使

館より、5 万 USD
を受け取り、LGI
参加者に対する

能力開発、活動に

必要な投資、販売

先開拓に係る活

動に活用。 

 ゴミなどの資源を再

利用することにより、資

源の有効利用とゴミ問

題の解決、そして緑化に

貢献することを目的と

した取り組み。2012 年

７月開始。 

 紙、プラスチックゴ

ミを資源に変えるた

めの機材が必要。 

 メンバーにとって、活動資金が不要であ

ることは大きい。 
 Ministry of Lands, Natural Resources 
and Environmental Protection など、購

入を約束してくれているところはあるが、

継続的な購入となるかが課題。 
 紙、プラスチックゴミを資源に変えるた

めの機材が必要とのことであるが、機材導

入に見合う販売が可能かどうかを考えて

いない。 
(4) 
Mcdonalds 
Metal 
Fabrication 

①企業 
②2007 年 
③2 名で創業、現

在 13 名 

④金属製窓枠、ド

ア枠など 
⑤顧客は、建築資

材を求める個人

であり、需要は大

きいとのこと。 

なし  多くの機材は彼ら自

身で作っている。 
 近隣に７つほど同業

者がいるが、同グループ

が大手。 

 作業スペースが小

さい。 
より良い機材が必要。

事業経営能力が不足

している。 

 今まで一切支援を受けたことはないが、

またそれゆえに、創意工夫をして事業展開

している。他者を真似て自分たちの活動に

取り入れる、育った作業員が独立して事業

を行うなど技術の伝播が行われている。事

業経営、技術トレーニングなどの支援を適

切に行えば、同企業のみならず、同エリア

の同業者全体に良いインパクトが出る可

能性がある。 
(5) 
Manufacturer 
of Copperware

①企業 
②2000 年 
③現在 5 名の従

④銅製品 
⑤顧客：ボツワ

ナ、ナミビア、ジ

なし  代表が他の従業員に

技術指導をしている。ボ

ツワナ、ナミビアからも

 一番重要なのが作

業場所の確保、次がパ

ッケージングの改善。

 確かな制作技術をもっており、他者と差

別化できている。しかしながら、従業員数

が少なく、政府支援を考えた時のネックに
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業員だが、大きな

受注がある場合

には、更に働き手

を連れてくる。 
 

ンバブエ、中国か

らの観光客 
⑥売上： 
400～500 
million ZMK 

受注が入る。 なる可能性がある。 

(6) 
Koaramen 

①グループ 
②創業年不明 
③工芸家が 10 名

程度で集まって

共同作業をして

いるグループ 

④木工工芸品 
⑤村の中に市場

があり、観光客へ

販売している。木

材は、近辺で徒歩

にて調達。 
⑥売上などは数

えておらずわか

らない。 

なし  同グループによると、

彫刻と仕上げを役割分

担しており、それにより

質が高くなっている。 

 村へ訪れるツアー

があるが、その観光客

が村内の市場へあま

り来ないことが課題。

 土産品を制作、販売しているが、他業者

と違いはない。品質の違いも観光客が認識

できるかどうかは不明である。木材は「象

が切り倒した木」を拾って調達していると

のこと。売りになる可能性のある素材であ

るといえる。マーケティングに関する支援

が必要と思われる。 

西部州 
(7) 
Mwatambulw
aku Chikuni 
Parish Home 
Based Care 
Aku VCT 
Center 

①NGO 
②2004 年 

④乾燥野菜 
⑤顧客：近隣住民

⑥全体の売上は

不明、一番売れて

いるものは、モリ

ンガ 500 袋/年、

7,000ZMK/袋。 

同 NGO  Care International
の支援により 2004 年に

HIV/AIDS 患者のケア

などを目的に設立され

た NGO で、設立当初か

ら収入創出プログラム

も開始。全体メンバー25
名。ドライベジタブル担

当 3 名。販売担当 1 名。

（他業務と兼任） 

 パッケージの改善

が必要。 
 ８年ほど取り組んでいるが、いまだ規模

が小さい。しかし、事業は非常にうまくい

っているとの認識。NGO 内の所得創出プ

ログラムであるので、ビジネス意識が少な

いか。バーコード、新たなパッケージも購

入予定とのことであるが、現在の事業規

模、スタッフの能力を考えた場合、同 NGO
からの支援は過多になっている恐れがあ

る。 

(8) 
Senanga 
District 
Agriculture 
and 
Commercial 

①Association 
②2008 年 
③総勢 3,500 人

ほど 

④コメ：精米、パ

ッケージング、ピ

ーナッツ：ピーナ

ッツバター、 
ヒマワリ：食用油

⑤販売先、地元マ

機材支援  メンバーに対し、トレ

ーニングなどのサービ

スを提供している。 
 販売価格、例．食用油、

8,000 ZMK (750ml)  
 な お ラ ベ ル 代

 原材料購入のため

の運転資金が必要。原

材料をさらに買うこ

とができれば、より多

く生産し、より多く販

売できるとしている。

 リーダーはしっかりしている。利益が出

ていない。マネジャーなどの雇用費を粗利

から捻出できていない。原価計算に、機材

の減価償却費などは含まれておらず、本来

の粗利は更に低下するはず。しかし、価格

を安くし、販売を行っており、現在の販売



－
27

－

 

Show Society ーケット 
 

1,800ZMK 。 競 合 は

10,000 ZMK で販売。 
価格で利益が出ているとの認識である。 
 上記課題は、事業経営のトレーニングに

より解消される部分もあるが、そもそも食

用油などの製造販売を、同組織のような中

小零細事業者が行い利益を出すことがで

きるのかどうかを考える必要がある。 
(9) 
Western 
Cashew 
Industries 
Limited 

①企業 
②2007 年 
2,000ha のカシ

ュー農園を獲得

し、新しい木を植

える計画。 

④カシューナッ

ツ（ロースト） 
⑤地元マーケッ

ト、一部はルサカ

にて販売 

 CEEC ローン

により機材購入 
 原材料不足のため生

産量は生産能力を大き

く下回っている。 

 原材料の供給が少

なく、生産量を増やす

ことができない。 

 同企業のビジネスを成り立たせるため

に原材料の供給が少ないことは明らかで

あると思われるが、まだ市場も確定してい

るわけではなく、支援の際には、生産者側

に加え、同企業のマーケティングなども支

援する必要がある。 
(10) 
Kaoma 
Cassava 
Processing 

①組合 
（cooperative） 
②2012 年 
③8つの組織から

構成 

④キャッサバ粉

（発酵、未発酵の

2 種） 
⑤販売先：地元マ

ーケット 
原材料：キャッサ

バを近隣農家よ

り購入 
⑥販売：10kg ほ

ど/月 1,000 ZMK 
/kg 程で販売。 

 加 工 用 機 材

（NGO より） 
 キャッサバを近隣農

家より購入し、加工・販

売を行う。競合は地元マ

ーケットで販売されて

いるパッケージングが

されていないキャッサ

バフラワー。カップなど

で量り売り販売され、よ

り安価で売られている。 
 

 販売場所がなく、ル

サカへ販売したいと

考えているが、バーコ

ード、賞味期限表示な

どが必要。（製造原価

計算では、機材などの

費用も考慮しないと

いけないとの説明に

対し）今は、機材の費

用が原価に反映され

ていないことは知っ

ている。将来自分たち

で機材を買わないと

いけないので、その場

合は価格を少しずつ

上げる。 

 まだ事業を始めたばかりであり、事業経

営についての知識は低い。しかし、リーダ

ーはエネルギッシュであり、トレーニング

により伸びる可能性もある。 

(11) 
木材加工グル

ープ 

①木材生産をす

る組合、家具生産

をするグループ

④木材、家具 
⑤地元マーケッ

ト 
⑥販売量： 

 政府（Kaoma
リソースセンタ

ー）による技術ト

 近隣に似たようなグ

ループ（競合）は２、３

つある。 

 加工機材がない。  特になし 
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の 2 グループか

らなる。 
木材生産組合：把

握していない。 
家具グループ：

5,000 万 ZMK/年
ほど。 

レーニングを受

講済み。（費用負

担あり。） 

加工機材は所有してい

なく、下記写真の工場に

ある機材を有料にて使

用させてもらっている。

（機材は CEEC 支援） 
北部州

(12) 
Chibusa 
Home base 
care 
association 

①組合 
（association） 
②2008 年 
③15 名 
 

④粥（Porridge）
⑤地元のヘルス

センター、個人な

どのほか、コンゴ

（民）などからの

引き合いもある。

⑥販売、個人：

1000 × 0.5kg 
@K5/月ヘルスセ

ンターなど：50 
5kg @ K40/月 

Justice 
solidarity 
poverty 
reduction fund
（ 2009 年 ）：

7,300 百万 ZMK
機材、パッケージ

など 
Africa 
Development 
Fund（2010 年）

：キャパシティデ

ィベロップメン

ト（組織運営、事

業経営能力、事業

計画など）、栄養

価テスト 

 他の粥より原材料の

種類が多く、栄養価が高

い。 
 地域のヘルスセンタ

ーなどから高い需要が

ある。他の州や、コンゴ

（民）などからも引き合

いがある。 
 現在近隣農家(250)よ
り購入しており、今後、

生産量を 10 倍にしたと

しても供給は問題なし。 

 原材料を買うため

の運転資金が不足し

ている。もっと資金が

あれば、より事業を拡

大できる。 

 具体的で規模がある市場（ヘルスセンタ

ーなど）があり、既に販売をしているが、

顧客の需要が満たせていない状態であり、

今後の発展が望める。ただし、生産コスト

などは把握しておらず、外部支援により設

定した販売価格を守っているのみと思わ

れる。財務担当はメンバーでなく、外部雇

用者を使用（透明性確保のため）している

ことも数字に弱くなる原因となっている

可能性もある。 
 ヘルスセンターなどからの引き合いが

多いことは、栄養価が高い粥を生産し、そ

れが顧客に評価されている証拠であり、事

業がきちんとした方向に進んでいること

を示唆している。 

(13) 
Mulondolwa 
Jatropha 
Industry 

①企業 
②2006 年 

④ジャトロファ

石けん 
⑤販売：近隣の小

さな店舗へ販売

している。現在

17 ほど。 
原材料：地元より

調達 

 SNV、能力開発

(組織運営、マー

ケティング、事業

経営（簿記など）、

製品（機材使用法

など）マニュアル

African 
Development 

 原材料使用：1.567t、
オイル生産：261 リット

ル、石けん生産：2,351
個（150g） 

1：原材料不足（購入

資金が不足） 
2：質を向上させる必

要がある。（型、パッ

ケージ、ラベル） 
3：輸送（原材料を買

うため、販売先へ届け

るため） 

 原材料をより多く買い、より多く生産し

たいとしているが、購入資金不足で買えな

いとしている。しかし、現在の彼らの原材

料からのオイル抽出量（6kg から 1 リット

ル）は、少ないと思われ、機材が正しく使

われていないか、原材料を温めるなど工夫

が必要なども考えられる。そうであれば、

資金の問題は、別の形である程度解決され
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 Fund：総額 500 
million ZMK 

 4：広告宣伝 
今後、事業拡大（ジャ

トロファ燃料の生産）

したい。 

る。 
 ジャトロファ（ナンヨウアブラギリ）は、

燃料に使われる、毒性をもつなど、石けん

のイメージによくない要素もある。今後、

ジャトロファ燃料を生産したいとしてい

るが、石けんのマーケティングともあわせ

て考える必要がある。彼らは、ジャトロフ

ァ石けんは薬効もあり、そのため、みんな

買ってくれているとしているが、他よりも

安価で販売しているため、なぜ顧客が買っ

てくれているか（薬効なのか値段なのか

等）確かめる必要がある。 
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(2) 他ドナー等が挙げる地方中小零細企業の課題 

 

・  政府やドナー機関からの支援を受けることを当然ととらえている農家、小規模事業者

が多く、彼らのそのようなマインドセットを変えることが重要であるとの指摘があっ

た。自分たちは支援を受ける存在ではなく、事業を自分たちのものとして認識し、そ

れに対し投資することの大事さを理解してもらうことが重要であるとしている。ま

た、政府やドナー機関がみだりに資金、機材を提供することが、彼らのビジネスマイ

ンドを削ぐものであることも指摘された。 

・  また、地方は、販売先としての市場、原材料などの供給先などが少ないうえに物理的

距離があることが不利であり、悪路がその距離をさらに悪条件にしている点が挙げら

れた。さらに、電気、水道など事業活動に必要なインフラについても、地方において

より悪条件であるとされた。また、教育、医療施設なども、事業者が事業に専念する

ために必要なインフラであり、それらへのアクセスも良くないことが課題として挙げ

られた。 

・  地方の人々は識字率が低く、事業関連情報へのアクセスに差が生じ、帳簿など事業記

録をとることがより難しくなるうえに、政府など外部支援による能力向上を図る際に

も教材を読むことができないなどの点が課題として指摘された。 

・  国内外の他事業者との競争も地方事業者の課題として挙げられた。競争はどこにでも

あるものであるが、地方中小零細企業は同質の競争力のない産品を作っているケース

が多いため、競争により巻き込まれやすくなっていると思われる。 

・  加工業者にとっての原材料（一次産品）の質も課題として指摘された。特に、精米な

ど、加工工程が比較的シンプルであるものはより直接的に原材料の質が最終製品の質

に影響を与える。ハチミツや生乳に水などが混入されるなど人為的な行為も、教育レ

ベル、事業者意識が低い地方ではより起こることであるとされた。 

・  事業者に課題を聞くと、資金がないという答えが多いが、本当の問題は違うところに

あることが多いとの指摘もあった。不適切な費用など無駄が多いケースも多く、それ

らを見直すことがまず行うべきことであるとしている。 

・ 上記の点が指摘されたのに加え、事業者の資金不足、金融アクセスの不足が課題とし

て挙げられた。金融サービスにアクセスできない理由としては、担保がないケースが

多いが、地方にそもそも金融機関の支店がないといった点も指摘された。 

 

２－３－２ 民間セクターによる企業支援の状況 

民間セクターによる企業支援を行う組織としては、まず、ビジネス協会であるザンビア中小

企業協会（ZCSMBA）とザンビア製造業協会（Zambia Association of Manufacturers：ZAM）が

挙げられる。共通点としては、両者ともメンバー企業への事業展開支援とメンバー企業が事業

展開を行うためのよりよい環境づくりのため政府への政策提言活動を行っている点が挙げられ

る。相違点としては、前者が中小零細企業の利害を代表する組織であるのに対し、後者は中規

模以上企業を対象としており、セクターを製造業としている点が挙げられる。非営利企業を設

立し、特定の農産品、対象地域において、農家を中心としたバリューチェーンアプローチをと

ることにより、農家や関連事業者への支援を行っている組織として、Musika Development 
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Initiatives Zambia Ltd.（Musika）や COMACO Ltd.（COMACO）が挙げられる。 

(1) ザンビア中小企業協会（ZCSMBA） 

1) 概要 

ザンビア中小零細企業の利害を代表する経済団体で、以下の 3 点に焦点を当てている。 

・ 能力強化（リーダーシップと組織ガバナンス）  

・ BDS（Business training, business advisory services, access to finance, access to market, 

access to technology, access to innovation, business related activities） 

・ 公共政策（中小零細企業によりよい環境づくりをする。政策に関する意思決定者で

ある MCTI など政府組織とともに実施） 

2) 構成 

ZCSMBA は会員からなる協会で、主に以下 2 つのタイプから構成される。 

・ 協会会員：全国に 96 存在するビジネス協会。郡ビジネス協会、特定の産業セクタ

ーに特化した協会、女性、若者などの協会。 

・ 個別企業会員：中規模以上で、個別対応が必要な企業。 

3) 郡ビジネス協会（DBA）とその役割 

ZCSMBA の郡レベルの子組織である。ZCSMBA がメンバー事業者に対し、各種サー

ビスの提供を行う際に、ZCSMBA の下部組織として機能する。その主な役割は以下のと

おり。 

・ メンバーに対する事業経営、起業家トレーニングのファシリテーション 

・ 展示会などの開催、情報の提供など 

・ ビジネスリンケージなど 

・ ファイナンスアクセス促進：Natsave、Zanaco などと MOU を結んでいる。 

・ 技術へのアクセス促進：NTBC と連携 

 

ZCSMBA は DBA に対し以下のような能力強化施策を行っている。 

・ 組織運営能力強化（リーダーシップ、ガバナンスなど） 

・ BDS にかかる TOT（事業経営、計画、マーケティングなど） 

また、ZCSMBA は、上記 DBA 能力強化支援を実施するとともに、施設の有無、事業

者支援に係る能力を 5 段階（A から E）にて評価している。 

 

(2) ザンビア製造業協会（ZAM） 

1) 概要 

1985 年に設立された製造業とその関連事業者の利害を代表する経済団体であり、ザン

ビアの近代的な製造業の成長を促進することをミッションとしている。その主な活動は、

ザンビア製造業発展のための政策提言活動である。現在、会員数は 200 ほどで、対象企

業は中規模以上の企業となっている。 

2) 産業クラスター支援 

COMESA（下記項目 (6) 参照）のパートナーとして産業クラスター事業を実施予定で

ある。ZAM が産業クラスター化をめざすセクターを特定する。現在、繊維産業でクラス

ター化をめざしている。その具体的なステップは下記のとおり。 
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まず、ある施設を建設し、そのなかに事業者が保有していない機材を設置し、共同利

用させる。事業者より利用料を取り、機材のマネジメントを行う。同時に技術指導も行

い、インキュベーターとしての役割を担う。（例：縫製業事業者の場合、スチーマー、

裁断機などがないので、彼らが保有していない機材を共有機材として設置する。ミシン

などは保有しているため設置しない。）各種トレーニングにより、数年のうちに施設利

用を全部（または一部）終了し、独立させるようなインセンティブを与える。また、産

業クラスターにとり、マーケットは重要であるが、ZAM はマーケットとの仲介業者とし

ての役割も果たす。 

 

(3) Musika 

1) 概要 

小規模農家に対し、質の高い技術的アドバイス、事業モデル支援、初期リスクを軽減

させるための資金援助などを行うことにより、小規模農家が能力を向上させ、小規模農

家が自ら事業への投資を行い、彼らの事業がバリューチェーンに組み込まれることを目

標に活動する非営利企業である。ザンビアとスウェーデン政府との二国間援助の枠組み

で実施された農業セクタープログラム（2003～2008 年）が終了し、その活動を継続的に

展開させるために設立された14。 

オーナーが理事会を組織し、Musika が事業を実施する体制となっており、職員数は本

部、支部計 34 名で、現在 7 つの支部がある。 

現在 SIDA 及び DfID から 100％資金提供（400 万 US ドル程度）を受けているが、中

長期的には BDS として他機関より料金を徴収することなどで、独立をめざす。 

2) 小規模農家支援方法 

小規模農家を市場にリンクさせるためのいくつかのモデルがある。主に使用している

のはエージェントモデルと呼ばれ、以下のように実施する。 

Musika は、小農と、Input market、Output market15をつなぐファシリテータの役割を担

う。まず、Musika がこれら Input market、Output market となる企業を特定する。それら

企業とともに対象コミュニティに入り、コミュニティよりエージェントとして機能して

くれる人材を探す。なお、エージェントは、農薬用エージェント、種子エージェントな

ど目的により個々に配置する。企業とエージェントが契約を結び、その後、エージェン

トは、コミュニティ内の農家とこれら企業をつなぐ役割として機能し、何がどのくらい

ほしいなどの情報を流す。エージェントと企業、エージェントと農家は、週ベース、日

ベースでコンタクトをとる。また、企業は、農家に対してトレーニングなども実施する。

ただし、企業、農家が費用のすべてを受け持つのはリスクがあるので、例えば初回は

50％、2 回目は 30％など Musika が費用負担を行う。最終的には、完全に企業及び事業者

の負担による実施をめざす。上記トレーニングに加え、Musika も、エージェント、農家

に対し、事業経営トレーニングなどを実施している。 

                                                        
14 スウェーデン大使館へのヒアリングによると、同プログラムを農業畜産省に引き継ごうとしたが農業普及員の未配備などい

くつかの課題により引き継ぎが失敗に終わった。その失敗があり、資金をザンビア政府に使うのではなく、政府組織とは異
なる組織として設立し、その組織を通じて支援を行うことが有用と判断されたとのこと。 

15 ここでいう Input market とは、農薬、肥料、種、農耕用機材などの農家に対する供給者を指し、Output market とは、加工業
者、小売、仲買人などの販売先を意味する。 
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(4) COMACO（Community Markets for Conservation） 

1) 概要 

貧困と飢餓のために密猟を行ってしまう地方の人々に対し、より高度な農業技術を移

転し、地方小規模農家における貧困問題を解決することにより、生態系を保護すること

を目的として活動する非営利企業である。商業的な部門（事業）、非商業的な部門（農

家へのサービス）の 2 つから構成される。事業部門は 20％程度がドナーからの資金援助

であり、農家へのサービス部は、100％ドナー資金により運営されている。 

2) 事業部門 

製品：コメ、ピーナッツバター、シリアル、粥、ハチミツ、ドライフルーツなど 

原材料購入額：140 万 US ドル、売上：300 万 US ドル（2012 年） 

原材料は、市場価格より約 15～20％プラスで支援農家より購入する。 

3) 支援の仕組み 

農家に対しトレーニングを提供し、一次産品の品質を高め、それを Trading Depot と呼

ばれる仕組みを通し、市場より高い価格で購入する。 

 

(5) オランダボランティア財団（Netherland Development Cooperation：SNV） 

1) 概要 

オランダに本部を置き、アフリカ、アジア、及び中南米 36 カ国で貧困削減のための支

援活動を行う国際 NGO である。ザンビアでは、1965 年より活動を開始しており、現在

は、農業、上下水道・公衆衛生、そして再生可能エネルギーの 3 分野で活動している。 

2) 農業分野支援の目的と重点項目 

小農の持続可能な利益と食料確保に貢献することを目的とし、以下に重点を置く。 

・ 貧困層向け市場の機能とアクセス促進 

・ 食料生産と生産性向上促進 

・ 環境・社会面での持続性を考慮した政策、実践の促進 

3) 農家支援におけるアプローチ 

上記目的達成のため、より具体的には以下のようなバリューチェーンアプローチをと

る。 

① SNV が支援する産品を決定。産品選定基準としては、多くの数の小農を巻き込め

るか、食料確保につながるか、雇用を生むか、収入を生むか、成長可能性があるか、

政府の意向にあっているか、そして市場が求めているか等が挙げられる。 

② 当該産品に関心のある民間セクターを探す。それら企業に SNV が訪問し、その後

のミーティングをアレンジする。 

③ 企業、農家代表、SNV でミーティングを実施し、量、質、種類など、何が望まれ

ているのか、企業から農家へ直接伝える。 

④ 上記話し合いにより挙げられた課題に沿った支援を行う。例えば、企業より大豆の

ある種がほしいという要望があれば、研究機関にその種を購入するにはどうすれば

よいか協力を依頼する。 
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(6) 東南部アフリカ市場共同体（Common Market for Eastern and Southern Africa：COMESA） 

1) 概要 

ルサカに COMESA 事務局が設置されているが、同事務局には COMESA SME tool kit

プロジェクトコーディネーターが配置されている。ザンビアにおける主な活動は、この

COMESA SME tool kit プロジェクトの実施と、産業クラスター事業の実施である。同プ

ロジェクトは、中小零細企業振興を通じ、COMESA の目標である地域統合を近づける役

割も期待されている。 

2) COMESA SME tool kit プロジェクト 

COMESA、International Finance Corporation、世界銀行グループ等とパートナーシップ

を組んでのプロジェクト。中小企業への BDS として、能力開発を実施している。例えば、

事業計画、個々の仕様に合わせたトレーニング、アイデアを事業に落としこみ、マーケ

ティング、事業資金の借入れに関するアドバイスなどのサービス提供を行っている。 

3) 産業クラスター事業の実施 

対象分野：綿・織物、革・靴、キャッサバ 

事業規模：いずれも 50～100 事業体を対象。 

綿・織物においては 10 万 US ドルほどの機材を導入する予定。現在は参加企業に対し

トレーニングなどを実施した段階で、今後、追加的なトレーニング、施設の整備などで

計 3 年ほどをめどに事業を実施する予定である。その後、当事業により育成された事業

者の状態を精査し計画を立案する。産業クラスター事業は COMESA 側の計画により実

施されるものであるが、ザンビア政府政策ともリンクさせながら行っている。 

 

(7) VISIONFUND 

1) 概要 

国際 NGO ワールドビジョンの子組織として、マイクロファイナンス業務を実施する。

ザンビアでは 2003 年設立され、貧困層向けに事業を行っているが、特に女性を対象にし

ている。なお、ワールドビジョンより、毎年 10 万 US ドルほど資金提供を受けている（返

済不要資金）。北部州では、現在、カサマ郡のみで活動を実施しているが、今後、Luwingu、

Mpika 郡にも配置予定である。 

2) ローン概要 

・ 利率：初回金利：5.25％（月利）、3 回後 4.75％（月利）さらに 3 回後、4.25％と

下がる。 

・ 顧客数：現在 800 名ほどで、ほぼ商人であり、わずかに農家がいる。 

・ 現在貸付総額：55 万 ZMK 

・ 審査、初回貸付額 

  グループ（担保なし）最小：100ZMW, 最大：750 ZMW 

  個人（担保あり）最小：1,000 ZMW, 最大：K5,000 ZMW 

  返済が無事終われば、次回の貸付額を上げることが可能。 

  ただし、新規事業は基本的に対象ではない。 

・ 貸付時の支援 

貸付前に資金管理、記録管理などの教育（30～45 分ほど）を行う。その後、1 カ月
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に 1 度、モニタリングを実施。 

 

２－４ 当該分野へのドナー支援とわが国の協力実績 

２－４－１ 他ドナーの支援 

(1) 英国国際開発省（DfID） 

1) 支援方針 

ザンビアにおいては、ザンビア政府によるより良いサービス提供と投資判断支援、マ

ラリアと妊産婦死亡率対策、そして地方における富の創出機会の増加の 3 つを重点分野

としているが、本支援関連では、農業関連、ファイナンス関連、そして民間セクター開

発において、以下のような実施中また計画中のプロジェクト、プログラムがある。 

2) 農業関連プロジェクト 

スウェーデン大使館と共同出資で、非営利企業 Musika（小規模農家をバリューチェー

ンに巻き込むための支援、技術支援、事業モデル支援など）16を支援している。予算は 2

年間で 700 万 US ドル。 

3) ファイナンス関連プロジェクト 

「Access to finance プログラム」予算：15 million GBP 、2013 年より開始予定。 

なぜ金融システムがうまく機能しないのかを調査し、その改善をめざす。Bank of 

Zambia とは政策、制度面の環境の調査などにおいて協働する。その他、貯蓄に関する点、

金融以外の間接的な側面においても調査を行う。民間金融機関、MFI なども調査対象で

ある。 

プログラムは既に承認されており、現在コンサルタントのリクルート段階である。 

4) 民間セクター開発プログラム 

現在、設計中で、世界銀行とも協議をしている。 

・ BDS コンポーネント 

・ Business linkage コンポーネント 

・ Business competition：企業が業計画を提出、優秀な計画に対しファンドを提供 

・ Equity challenge fund：エクイティ・ファイナンスを行う。 

 

(2) フィンランド大使館 

1) 支援方針 

その国の制度と調和し、他ドナーとの協調を主眼に支援している。主にザンビア政府

に対する財政支援により、政府がその資金を使用して、彼らが彼らの制度を使って施策

実施することを支援している。 

2) 主な支援 

・ 民間セクター支援 

“Private Sector Development Reform Program 2nd phase：2009-2014”の 5 年プログラ

ムで、予算 800 万ユーロ。フェーズ 1 では DfID、オランダ、フィンランド大使館の

共同出資であったが、効果が出ず、今はフィンランド大使館のみが支援を行っている。 

                                                        
16 詳しくは２－３－３（3）Musika 参照 
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・ ファイナンスセクター支援 

“Financial Sector Development Program 2nd phase” 

予算 350 万ユーロ 

・ 二国間支援として以下の機関を実施。（規模は小さい） 

ZCSMBA、ZAM、Zambia National Association For Sawmillers 

 

(3) スウェーデン大使館 

1) 支援方針 

主に、ザンビア政府に対する財政支援、他ドナーとの協調、そしてザンビア国制度の

活用を重視した支援を行う。そのほかに、保健、農業、エネルギーの 3 分野へ重点を置

いた二国間援助を行っている。 

2) 過去の主要な活動 

2003 年から 2008 年まで Agriculture Sector Programme（ASP）を実施。（二国間支援） 

予算：60 百万 US ドル 

農業畜産省の後援で、管理は 5 つのコンサルティング会社によって実施されている。

“Farming as a Business”を主眼に、小農家が事業を行えるよう、トレーニング、インフ

ラ改善、BDS など支援団体への能力開発と適切な BDS へのリンケージなどの支援を実

施している。 

その後、ASP を農業畜産省に引き継ごうとしたが失敗に終わった。 

3) 現在の動き 

上記の失敗（政府への引き継ぎ）から、ザンビア政府に直接支援する方法ではななく、

現在は NGO（Musika）を直接支援している。予算は 2 年間で 700 万 US ドル。 

 

(4) 米国国際開発庁（USAID） 

1) 支援方針 

政府の枠組みと関係なしに、必要と思われることを必要なコンサルタントを使用して

実施している。主に 4 つの分野にて活動している。 

・ 政策提言活動（メイズへの過度な予算措置を改めさせるなど） 

・ バリューチェーン支援（特定の農産品の原料供給、加工、販売のプロセスに関与す

る中小零細事業者への裨益促進を図る支援、例：ピーナッツ、ヒマワリ、トマト、

大豆など） 

・ 上記活動に関する研究 

・ 融資へのアクセス 

2) 民間セクター支援 

大きく 2 つのコンポーネント（Feed the future projects、Global climate change projects）

からなる。以下は代表的なプロジェクト。 

・“Food security research project, phase 3 2010-2015”，12 百万 US ドル 

主に東部州で実施しているプロジェクト。市場可能性として、ルサカ、マラウイな

どが考えられる。 

・“Expanding Impact in USAID Supported value chains 2009-2013”，2 百万 US ドル 
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対象となるバリューチェーンをリードする企業と共同で実施し、関連中小零細企業

が裨益するようにする。農業関連事業、観光業、工芸品事業が対象。農家、小規模事

業者に対し、グッドプラクティスマニュアル、事業計画立案支援などを実施する。 

・“Commercial Agribusiness for sustainable horticulture 2012-2016”，5 百万 US ドル 

・“Zambia Agriculture R&D project, 2011-2015”，18 百万 US ドル 

ザンビア研究機関能力向上、生産性向上、小規模農家のための低費用技術促進など

の目的で 8 つのプログラムを実施している。 

 

(5) 世界銀行 

1) 支援方針 

「第 5 次国家開発計画」、「第 6 次国家開発計画」実行のための資金提供など、主に

直接的な財政支援によるザンビア政府支援を行っている。財政支援に加え、政策環境改

善のための分析、助言業務、そして政府職員能力強化などの技術支援も行っている。 

2) ファイナンスセクター支援 

2012 年 10 月より財務省と中小規模用のファイナンスプログラムを協議中。 

Development bank of Zambia を最上位機関とし、民間金融機関へ資金提供し、民間金融

機関が事業体への貸出を行う。このクレジットラインに入る民間金融機関は、良好な財

務状況支店とのネットワーク、リスクマネジメントシステムをもつことなどの条件を満

たす必要があり、ザンビアの民間金融機 19 のうち 6、7 機関が上記条件を満たす。民間

金融機関を使う理由は、DBZ などと比べ、地方でもサービスを展開している点や、また、

マイクロファイナンス機関（Micro Finance Institution：MFI）では平均ローン額（2,000US

ドルほど）が小さすぎる点が挙げられる。雇用者がいない経営者のみの SME も多く存

在するが、雇用創出の観点から、従業員を雇用している中小企業をターゲットとする。 

ザンビアにおける銀行業界の課題の 1 つは、人件費が高いことである。これは銀行業

界に限ったことではないが、ザンビアでは優秀な人材が不足しているうえに最低賃金が

上昇を続けているため、要件を満たすような人材の人件費は必然的に高くなる。例えば、

融資の際のリスク分析ができる人材は少なく、ZANACO（Zambia National Commercial 

Bank）でも 10 名のみ（うちルサカに 7 名ほど配置しており、地方はさらに少ない）と

のことである。この 10 名が中小企業の約 1 万口座を見ている状態であり、そのため、リ

スク分析に係る能力強化を民間金融機関と MFI に行っている。また、中小企業（顧客）

に対し BDS を提供できるよう能力強化を行っている。 

 

２－４－２ わが国の協力実績 

ザンビアにおいて JICA は、①産業の活性化、②経済活動を支える基礎インフラの整備・強

化、③持続的な経済成長を支える社会基盤の整備、④持続的な経済成長を支える社会基盤の整

備を重点分野として支援しており、民間セクター開発分野ではこれまで 2005 年より産業政策支

援対話を実施しているほか、2009 年より品質/生産性向上の分野のプロジェクト、2011 年から

産業ストラテジー策定支援の専門家派遣等の協力を実施してきている。 

地方工業化に関連しては、これまでザンビア通商貿易産業省（MCTI）、ザンビア開発庁（ZDA）

及び農業畜産省（MAL）のスタッフが JICA 九州で実施されている課題別研修「地域振興（一
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村一品）」等の関連する本邦研修に参加している。 

また、農業・農村開発に関する案件として技術協力プロジェクト「農村振興能力向上プロジ

ェクト」（2009/12～2014/12）が実施中であり、このなかで北部州を中心に MAL の普及サービ

ス改善の取り組みが行われている。地方における農産物生産、流通等について本件とも関連し

ている。 

 

２－５ 地方工業化に向けた課題 

(1) インフラ 

多くの大企業が電気、水などのインフラへのアクセスがある一方、多くの中小零細企業は

それらへのアクセスが限られている。特に地方においてその状況は深刻であり、比較的イン

フラ環境が恵まれている鉄道が通る 4 州においても、電力へのアクセスがある事業者の割合

は 25％にとどまる。地方部においては、その割合はわずか 7％にとどまる。その他の州の都

市部においては、16％の事業者が電力にアクセスがあるのに対し、地方においてはわずか 1％

となっている17。水、電気などのインフラの問題は製造業のみならず、その原材料供給とな

る一次産品生産を脆弱なものにする要因の 1 つとなる。輸送手段の不足も地方中小零細企業

にとってはより深刻である。 

 

(2) 金融 

中小零細事業者にとって、金融サービスへのアクセスは大きな課題である18。金利の高さ

に加えて、地方ではそもそも金融機関への物理的なアクセスが無い場合も多い。 

2013 年 1 月より金融機関貸出金利の上限を定める法律が施行されている19。顧客にとって

は一見朗報とも受け取れるが、今まで年利 90％ほどで貸出しを行っていた MFI は大きく金

利を下げなければならず、ほぼすべての MFI が貸出業務を止めた。その後、一部機関が貸出

を再開したものの、利子とは別に手数料を高くすることで調整を行っており、手数料は融資

額より差し引かれて貸出されるため実質的に利用可能な融資額が下がっている20。このよう

に、結果的に金融アクセスが阻害された形となっている。 

世界銀行、DfID は中小企業に対する貸付業務を改善するための能力強化を実施する計画で

あるが、金融機関職員の能力が強化され、その結果として、融資機会の増加などの形として

成果が現れるには、まだ時間がかかるであろう。 

 

(3) 原材料供給 

ザンビアの加工業者にとり、原材料の質、量、価格が課題となり得る。ザンビアの農産品

加工品の加工費の多くを原材料費が占めているが、原材料、すなわち小麦、生乳など一次産

品の価格が高い21。また、COMACO、Musika 等においては、農家に対するトレーニング提供

など原材料の質を向上させる取り組みを行っているが、これは、現在の一次産品の質が低く

                                                        
17 Clarke, George R., Manju Kedia Shah, Marie Sheppard, Juliet Munro, and Roland V. Pearson, 2010. “Zambia Business Survey：The 

Profile and Productivity of Zambian Businesses.” 
18 Zambia Business Survey の中小零細企業回答者の 55％が、金融サービスへのアクセスが事業にとって主要な障害であるとし

ている。 
19 通常銀行：18.5％、通常 MFI：42％、給与を担保にとった貸出：30％（すべて年利） 
20 2013 年 2 月 12 日の世界銀行へのヒアリングより 
21 The World Bank Group, 2013, "Light Manufacturing in Zambia; Targeted Policies to Enhance Private Investment and Create Jobs" 
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最終製品の質を上げるために農家側への働きかけが欠かせないとの認識からである。一方で、

ドナーへのインタビューによると、農業普及員について、そのリソース（質、人数、移動手

段等）において課題が多いとのことであり、一次産品の生産性、質の向上に関しては課題が

多い。 

 

(4) 支援体制 

地方工業化を政府として支援する ZDA と CEEC は、郡レベルにおいて職員を配置してい

ない。郡レベルのパートナーとして有力と考えられる DBA も産業があまり発展していない

郡では、その役割も限られるため、その能力も他郡 DBA より低くなる可能性が否定できず、

特に郡レベルにおける支援体制に懸念が残る。 

加工業者を支援する場合、加工業者と原材料供給者（農家）、そして販売先（最終消費者、

小売、加工業者など）とを結びつける支援が必要になるであろう。そこで、市場のニーズに

応えるために、農家側に対して何らかの働きかけ、支援を行う必要性が生じる可能性がある。

しかしながら、直接的に農家に関与することは、本協力支援のスコープ、リソースの観点か

ら適当でないと考えられる。農業畜産省ラインなどパートナー探しが必要となるが、項目「原

材料供給」で記述のとおり、農業畜産省ラインとの連携、協力関係を前提とすることは難し

い。 
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第３章 支援の基本計画と実施妥当性 
 

３－１ 支援概要・方向性 

本協力支援がめざすべき方向性は、地元資源・人材を活用し、市場ニーズの高い商品の付加価

値化を促進させ、もって地方での MSME 振興を強化することである。それに向けて、本支援では、

MSME に対して試行的な支援活動を行い、MSME を中心とした実際の付加価値化の流れ（バリュ

ーチェーン：原材料供給者‐MSME‐消費者）、BDS 機関のキャパシティを確認しつつ、各段階

における問題・課題を把握する。その現況に合わせ、OVOP 実施に必要な制度的枠組みの明確化・

形成を図ることが、本協力支援の目的である。具体的な支援概要は以下のとおりである。 

(1) 協力期間：1 年半 

(2) 投入 

日本側：個別専門家の派遣（1 名）及びその活動経費 

ザンビア側：事務所スペースの確保、カウンターパート（C/P）給与、旅費など 

(3) カウンターパート（C/P）の配置 

主たる C/P は、MCTI 産業局内に設置される OS 職員（2～3 名）となる予定である。また、

対象州の ZDA 及び CEEC 州スタッフが州レベル、同州内の郡行政スタッフ（DAO：選定さ

れた郡を対象）が郡レベルの C/P 窓口となる。 

(4) 対象地域 

3 州をパイロット州とし、支援開始までに双方で決定する。ただし、距離の離れた 3 州で

なく、近隣の 3 州を選定することとする。 

(5) 支援の枠組み 

1) 業務の目的 

OVOP 実施に係る制度的枠組みが明確化・形成される。 

2) 期待される成果 

① OVOP 実施に関する州・郡行政（主として ZDA 及び CEEC 州スタッフ、並びに DAO）

が確認・整理される。 

② ビジネス開発支援に必要な情報が収集・分析される。 

3) 活動内容 

① 地方の MSME、支援機関、原材料供給者などの関係組織・グループの能力及び課題

を把握・診断する。 

② ZDA 及び CEEC 州スタッフ、並びに DAO の実地訓練（OJT）を行う。 

③ 支援対象の MSME を選定する。 

④ パイロット・プロジェクトに関与する DBA 及び BDS プロバイダーの能力強化を支

援する。 

⑤ ZDA、DBA、BDS プロバイダーと協力し、MSME を支援するためのパイロット・プ

ロジェクトを実施する。 

⑥ リボルビング・ファンド導入を含む MSME の金融アクセス改善に向けた方策を検討

する。 

⑦ 上記活動から教訓を抽出する。 

⑧ OS による OVOP の制度的枠組みの整備を支援する。 
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⑨ 本支援後の事業拡大フェーズ（3 年間）の策定にかかる支援を行う。 

 

各活動の流れは、最初に地方の MSME を中心とした実際のバリューチェーンの流れ（原材料供

給者‐MSME‐消費者/市場ニーズ）を確認することから開始する。商品・サービスのニーズから

市場動向を確認するとともに、付加価値化した商品を生産するうえで必要な原材料や人材を把握

する。また、輸送、電気などの現地事情を踏まえつつ、MSME による事業がどのように展開され

ているかについて診断を行う（活動①）。その後、支援対象の MSME を管轄する ZDA 及び CEEC

州スタッフ、並びに DAO に対し、日本人専門家が OJT を実施する（活動②）。将来的には、州・

郡行政が MSME からのプロポーザルを審査し、支援対象となる MSME を選定することが想定さ

れるため、行政側の能力を高めることが重要である。 

次に、日本人専門家とともに、支援対象の MSME を選定する（活動③）。ただし、本支援では

短期間で教訓を抽出する必要があることから、地域ごとの優先リソース・マップ、政府関連資料

などを参照しつつ、既存の MSME を選定する。なお、MSME の選定基準として、MSME が属す

る郡内における DBA の有無やその能力22、地域のリーダーである伝統的指導者の意識、ZDA 州

スタッフの能力レベルなどが挙げられ、そのような基準を踏まえて MSME を選定することが重視

される。支援対象の MSME が選定された後、その地域を担当する DBA23及び BDS プロバイダー

に対し、技術支援を提供する（活動④）。MSME への支援体制が整備された段階で、パイロット・

プロジェクトを通じて MSME を支援する（活動⑤）。なお、MCTI からの要望として金融アクセ

スの重要性を指摘されたことから、MSME による金融アクセスを改善させるための方策も同時に

検討する（活動⑥）。 

上記の各活動から抽出された教訓、経験などを活用し（活動⑦）、OVOP の制度的枠組みの整

備を支援する（活動⑧）。さらに、同枠組みを導入した事業拡大フェーズの計画策定に必要な支

援を行う（活動⑨）。 

 

３－２ 支援にあたりザンビア側と確認した留意事項 

協議の結果、JICA 支援の内容は「MCTI と実施機関（ZDA、CEEC）が中小零細事業者（MSME）

に対して適切な BDS サービスを提供できるようになること、また BDS の質を向上させること」

を中心とすることで合意した。 

また、ザンビアにおいて一村一品（OVOP）は、「地域の資源を用いて、市場のニーズを反映

した地方の中小零細事業者による付加価値づけを支援するアプローチ」としてとらえられること

が確認され、支援対象となるサブセクターについては、ザンビア政府の方針に従って双方協議の

うえ決定することとした。 

また、JICA の他国での地方におけるビジネス振興のプロジェクト等における経験から、以下の

点を教訓として双方で確認し、これらをザンビアにおける支援に生かす必要があることを合意し

た。 

・ 支援の当初より、ビジネス活動に市場のニーズが反映されるよう留意する必要があること 

・ 金融サービスはプロフェッショナルな金融機関が提供すべきであること 

                                                        
22 ZCSMBA は、DBA の格付けをしており、A～E の 5 段階で「A」がもっとも高く、「E」は事業を開始したばかりの企業と

して位置づけている。 
23 MSME が属する郡に DBA が不在の場合には、近隣地域の DBA のリソースを活用する可能性がある。 
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・ 中小零細事業者のオーナーシップや自主性を尊重して支援の内容がデザインされるべきで

あること 

・ 付加価値をつけることはコストをかけることではなく、顧客から価値を認められる必要があ

ること 

・ 「良い品質」は顧客のニーズによって決まること 

 

３－３ 支援の実施妥当性 

本支援は、以下の理由から実施妥当性が高いと判断できる。 

(1) ザンビア政府の政策との整合性 

上記の「２－２－１ 政策」で述べているとおり、「ビジョン 2030」「第 6 次国家開発計

画（2011～2015 年）」「通商貿易産業（CTI）政策（2010 年 1 月）」及び「MSME 開発政策

（2009 年 4 月）」では、地方の資源を有効に活用し、付加価値商品の増加・多様化をめざす

ことがうたわれている。したがって、地方産業化に向けて、MSME の振興及び地元資源の付

加価値化をめざした本協力支援の内容は、同国政府の開発計画及び政策の内容に合致する。 

 

(2) 日本国政府の政策との整合性 

「対ザンビア国 事業展開計画」では、援助重点分野の 1 つに「産業の活性化」を掲げてお

り、そのなかの開発課題として「国内製造業・農業の活性化のための生産性の向上及び生産

の安定性」が明記されている。同課題には「零細・中小企業の育成による製造業の生産性向

上」協力プログラムが設定されており、日本の対応方針として、製造業及び農業における中

小企業や小規模農家に対して、経営手法と生産技術の改善支援を行い、これら産業の育成に

よる持続的な経済成長をめざすことが記載されている。本協力支援は、同協力プログラム内

に位置づけられているため、同支援がめざすべき目標は、日本国政府の援助方針と合致する。 

また、横浜で開催された第 4 回アフリカ開発国際会議（TICAD IV：2008 年 5 月）の「横

浜宣言」は、アフリカの成長及び発展を支援するためのロードマップを提供するものである。

同宣言のもと、横浜行動計画におけるコミュニティ開発では、貧困削減の達成をめざして、

OVOP 運動の促進・拡大を支援する。さらに、若年層に対し、質の高い雇用創出を行うため

の技術支援、並びにマーケティング・スキル及びマイクロファイナンスを提供し、所得創出

を図ることが明記されている。日本が提案した支援策として、同運動を 12 カ国に拡大するこ

とになっているため、本協力支援の内容は、TICAD IV の「横浜行動計画」に合致している。 

 

(3) プロジェクトのニーズ 

ザンビアは 1990 年代末から、同国の総輸出額の 7 割を占める銅価格の上昇によって、急速

かつ安定した経済成長を記録している。しかしながら、その経済構造は銅に依存したもので

あり、経済の多様化が国家開発計画で重要視されている。経済成長の担い手となる製造業及

び人口の約 7 割が従事する農業などの分野では、一部の大企業が同国の供給市場を独占して

いることから、価格競争の原理が機能していない。このように、大企業が割高な生産コスト

をそのまま価格に転嫁し、利益を確保している状況である。一方で、生産規模や生産性の格

差から競争力に劣る MSME が市場に参入することは難しく、産業の育成が阻まれている。ザ

ンビアの持続的な経済成長のためには、このような状況の打破が必要である。製造業におけ
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る MSME に対し、経営手法及び生産技術の改善支援を行い、これら産業の育成による持続的

な経済成長を促すことが重要である。したがって、地元資源・人材を活用し、市場ニーズの

高い商品の付加価値化を促進させ、もって地方における MSME の振興を強化していくこと

は、ザンビアの持続的な経済成長に大きく寄与するとともに、地方の MSME にとっても極め

て高いニーズがあると考えられる。本協力支援は、その準備を整えるために実施されること

になっており、妥当性が高いといえる。 

 

３－４ 団長所感 

今回の詳細計画策定調査は、1 次・2 次に調査を分けたにもかかわらず、2 次調査直前の時点で

も本部側の情報量が限られていた。今回の調査を通じて MCTI 側の考えがかなりはっきりわかっ

たことが最大の収穫であった。MCTI は、自国でのこれまでの経験やマラウイの経験を冷静に受

け止めながら、農村部の工業化という難しい課題にどのように対処するべきか、真剣に考えてい

る様子がうかがわれた。 

明確になった点は、以下である。 

・ Rural Industrialization Strategy（地方産業化戦略）のなかで、OVOP とクラスター開発は別

のものであること。 

・ 実施機関であり投資促進や貿易促進も担う ZDA のなかで零細中小企業振興を担う部局は

たとえ CEEC に移ろうともどちらも MCTI の傘下にあり、OVOP のための技術協力の実施

には影響がさほどないと考えられること。 

・ 対象となる企業、組合等の dependency を促すことのないよう注意すべきこと、並びに、

OVOP の活動は持続発展性のあるものにすべきことと考えていること。 

 

こちらからは、JICA 専門家と C/P が一緒になって効果的な仕組みを考える必要があることや、

政府が資金や物をあげることが対象企業・組合等の自主性を損ねる結果となること、起業家の能

力強化が支援の中心となるべきことを訴え、要請された内容を有効なものにするために、まず個

別専門家でパイロット事業を始めることで同意を得た。ただし、個別専門家派遣期間のザンビア

側の対応の仕方でコミットメントがみられなかった場合にはその後の JICA からの支援はできな

いことも伝えた。 

以上、先方の理解は進んだと考えられるが、1 日も早く大きな成果をあげるよう政権幹部から

求められている様子であり、また、MCTI は政策官庁であり現場での実施の困難さを十分理解し

ていない様子であることから、今後も過大な期待をされないよう注意を払う必要がある。また、

自主自立の精神をもった活力のある民間の企業や組合等を育てるべきことは理屈としては理解さ

れた模様であるが、ややもすれば機材を提供するという発想が出てくる傾向はぬぐいきれない様

子で、そのような形で依存心を煽ることは政策として逆効果であることはこれからも繰り返し説

明する必要があるだろう。さらに、資金アクセスについては、政府が直接支援することなく銀行

を活用する仕組みを構築することが必要で、それだけでも 1 つのプロジェクトになり得るもので

あることを、これも機会あるごとに説明する必要があろうかと推察される。なお、今回は、先方

からのプロジェクトの要請が採択された後、日本側から個別専門家での対応を提案したものであ

るから、派遣までの期間をなるべく短くできるよう対応すべきかと考える。 
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１．協議議事録（M/M）
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２．面談記録 
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(1) ZCSMBA 

1. 日 時 2012 年 11 月 23 日（金）  8：15～9：15 

2. 場 所 ZCSMBA 会議室 

3. 機関名 ZCSMBA  

4. 先方対応者 Ms. Thelma Kilale, Business Development Services and Member Officer 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 ザンビアにおける中小零細企業に特化して企業の発展を促進する組織で、以下の 3

つの観点から支援を行っている。 

1. キャパシティビルディング 

中小零細企業におけるリーダーシップやガバナンスを促進する。 

2. ビジネス・デベロップメント・サービス 

トレーニング、アドバイザリー・サービス、財務支援、市場・技術・イノベーションへのアク

セスやその他のサービスを提供する。 

3. 中小零細企業にとってより良い環境づくりをするための、公共政策に関する提言 

政策に関する意思決定者である MCTI など政府組織とともに実施している。 

 

【会員について】 

 会員組織であるため、需要主導型であり、以下の 2 種類の会員が存在する。 

・州レベルで 96 のビジネス・アソシエーションが加盟。 

・ザンビア中で 2,500 の中小零細事業者が加盟。（セクターは問わない。） 

メンバーシップ・フィーを支払うことで、上記サービスを無償で受けることができる。メン

バーシップ・フィー（最大 300 万 ZMK）は企業の規模などにより異なる。 

 

【フィンランド大使館とのプログラム】 

 現在、フィンランド大使館と共同で“ Rural Agro Enterprise Export Promotion 

Program”を実施している。セクターは、クラフト、食品加工、コメ等で、例えば食品加工

では、トマトやマンゴーなどを加工することで付加価値づけを行っている。 

 課題は、パッケージングに関する機材が高い点である。加工に関する機材は2,000 万

ZMK（約4,000US ドル）で、対象の企業に対して無償で機材供与を行っているが、その

理由は中小零細企業が機材代金を支払えないためではなく、中小零細企業に貢献し

たいという ZCSMBA の信念であるとのこと。ただし、プロジェクト 20％、中小零細企業

80％の共同出資も今後可能性としてはある。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 パンフレット（紙媒体） 

 

(2) ZDA 

1. 日 時 2012 年 11 月 23 日（金）  9：45～11：15 

2. 場 所 ZDA 会議室 

3. 機関名 Zambia Development Agency（ZDA） 

4. 先方対応者 Ms. Kalobwe Chikoti Chansa, Enterprise Development Manager 

Ms. Theresa Chuula, Enterprise Development Officer 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【OVOP 事務局】 
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 事務局設立についてはまだ進んでいないが、OVOP Desk office は ZDA 内に設置

予定で、担当は MSE（Micro and Small Enterprises）局の Ms Anastazya Muleya にな

る予定。 

 

【ZDA にある MSE 局の今後について】 

 現在、当タスクのための大臣任命の委員会が設立され、Ms. Kalobwe もそのメンバー

の 1 人である。考えられる選択肢は以下の 4 つ。 

1. MSE 局を独立させ、新たに組織をつくる。 

2. MCTI の傘下に配置する。 

3. CEEC の傘下に配置する。 

4.現在のまま、ZDA の傘下に配置する。 

 

 それぞれの案のメリット、デメリットと実施計画に関するレポートを MCTI の PS（次官）

である Mr. Stephen Mwansa に提出済みである。PS の了承を得られれば、大臣に上げ

られる。手続きにかかる時間は政府が決めることなのでわからないが、法律や、CEEC

及び ZDA の組織体制改定など含め 6 カ月程度ではないか。 

 MSE 局の配置換えに係る動きは MCTI から出てきた案で、その理由は次のように推

測される。MCTI としては、中小零細企業支援は投資促進を行う機関と同じ機関（つま

り ZDA）に配置するのではなく、中小零細企業支援専用の機関で行うべきとの考えで

はないか。７年ほど前、マレーシアのコンサルタントも「SME 支援機能を他の機能と一

緒に配置すべきでない」「SME は特別の注意が支払われるべき」と当時の大臣にアド

バイスしている。 

 自分（Ms. Chansa）は、上記選択肢 1～4 のうち、3．CEEC の傘下に配置するのが良

いと考えている。なぜなら、ZDA は、MSE、輸出促進、海外直接投資促進等多数の機

能を担っているが、CEEC は、中小零細企業支援に特化しているためである。現政府

は中小企業に焦点を当てているため、資金状況は CEEC に移管された方が良くなるの

ではないかと考えている。 

 

【CEEC について】 

 CEEC のエンパワーメント・ファンドは、本来中小零細企業向けに使われるべきであっ

たが、大企業に融資がなされたため、政府はエンパワーメント・ファンドの事業見直しを

求めていた。 

 

【カイゼン・プロジェクト】 

 MSE 局の職員も毎年全国カイゼン大会に参加しているが、同局には現在カイゼン・

プロジェクトへの人員は配置されていない。ZDA におけるカイゼン・プロジェクトの責任

者は、Research, Planing and Policy Department となっている。 

 

【本プロジェクトに期待すること】 

 めざしたいものは地域経済開発である。地域に目を向けると、豊富な資源が未活用

であることが明らかであり、それを活用し発展させたい。例えば、魚、キャッサバ、コメな

どが活用されていないままの状態にあるため、それらを OVOP で発展させたい。そし

て、大手バイヤーとの取引も可能となるよう、小さな事業を集めて集合体となるようなア

プローチ（すなわちクラスター）をとりたい。 

 SME の弱みは、①質が均一でないこと、②質の低さ、③生産量の少なさである。大手

より受注されるには、この 3 点を改善することが必要となり、そのために機材が必要であ

る。コメでいえば、精米、パッケージ機材があれば、市場により早く多く、商品を提供で
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きる。 

 また、例えば、西部地区ではキャッサバが豊富であるが、キャッサバ加工の方法は非

常に伝統的なものであり、大量に生産できず、質も保証できない。また、技術的制約が

あるため、キャッサバそのものの販売か、製粉を行うしかできず、加工もなされていな

い。機材を導入すれば他の商品化が考えられ、OVOP を活用しこのような商品の多様

化を実現したい。パッケージやマーケティングに関する支援も必要である。 

 ザンビア政府は OVOP に期待しているが、実施能力がない。（どんな能力が不足して

いるか？）機材が不足している。機材が入れば今話した問題は解決される。 

 

【機材について】 

 政府に求めてもいるが、JICA に期待している。マラウイの例では政府が機材を供与し

ているようであるし、OVOP のビデオでもそのように説明していた。ビデオではコメと、食

用油用の機材が導入されていたと記憶している。 

 ザンビアで機材を導入する場合、メンテナンスのできる人材がいないため、何かしら

の組織をつくることが必要である。メンテナンス・フィーは使用者が払い、当面は州組織

が機材を管理し、彼らのキャパシティができたらハンドオーバーする、あるいは、 

OVOP プロジェクトの日本人専門家が当面指導をし、ザンビア人自身でメンテナンスが

できるようになってから機材管理を引き受けるようにしたい。このように、州組織、事業者

などが機材のメンテナンスを自身で行えるようになるまで支援を行うことが必要ではない

か。また、共同で使用する機材の使用料やメンテナンス・フィーを、使用頻度（量）によ

って中小零細事業者から徴収することは、他のプログラムでも行っており、新しいことで

はない。 

 

【産業クラスター】 

 産業クラスターとは、小さな事業者を集めて集団化すること、と認識している。まずは

OVOP で産品を選び、支援を行い、その後、クラスターにしたい。クラスターのターゲッ

ト市場は、はじめは国内市場とし、後に国外市場とするのが適当ではないか。 

 

【支援対象】 

 （トレーダーなどではなく）付加価値をつけるような事業を行っている事業者とし、セク

ターは問わない。しかし、現状を考えると農産品加工業が多くなるだろう。 

 

【州体制について】 

 州は大きいので 1 人で 1 州をカバーするには限界がある。ZDA としても少なくとも 1

州に 2 人必要と主張しているが、予算の問題で実現していない。 

 

【MCTI と ZDA との役割について】 

 いずれの組織も MCTI 傘下の法定機関で、MCTI より予算を配布され、活動を報告し

ているため、CEEC と ZDA は同じ立場にあるといえる。しかし、ZDA が OVOP のメイン

の実施者（implementor）であるため、能力強化はZDAに対して行われるべきと考える。

（CEE Act では、社会的に取り残された人々を対象としているが？）→ このままいくの

か、変更するべきなのかは現在協議中。CEEC に MSE が移ったとしても、その任務が

変わることはない。 

 

【OVOP の実施体制について】 

 ケニアの広域企画調査員より、以下のような体制を整備することが望ましいと助言を

受けた。 
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・Provincial committee 

・ZDA(main cordinator), local authority, CEEC, agriculture 

・District committee 

・Groups of farmer, cooperative 

7. 所感  一村一品を農村工業化のアプローチの 1 つとしてとらえている。また、機材を導入す

ると、質、生産量、マーケットへのアクセスなどの課題がすべて解決されると考えている

ように思われた。「政府は OVOP プロジェクトに非常に関心が深く、実施したいがそのキ

ャパシティがない」とのことだったので、どのようなキャパシティがないのか、と質問したと

ころ、「機材」との返答があったことが印象的であった。実際にそうであるかは別にして、

彼らの頭の中では、OVOP、農村工業化、産業クラスターは矛盾なく結びついている。 

8. 入手資料 なし 

 

(3) MCTI 

1. 日 時 2012 年 11 月 23 日（金）  9：45～11：15 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 Ministry of Commerce, Trade and Industry（MCTI） 

4. 先方対応者 Mｒ. Tobias Mulimbika, Director-Industry 

Mr. John A. Mulongoti, Chief Economist IM&E 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【政策について】 

農村工業化がまずあり、その下に、以下のようなオプションがある。 

・産業クラスター 

・雇用創出、地場資源への付加価値づけ（＝OVOP） 

 

【OVOP と産業クラスターとの関係】 

 OVOP で産品を開発し、それが将来的に拡大して産業クラスターへと発展するという

意味において、OVOP はクラスターのとっかかりといえる。つまり、コメ、カシューナッツ、

漁業、工業製品、メタル・ファブリケーション、木工など、地域独自の有望な資源を

OVOP で発掘し、トレーニング提供（経営、技術）、機材導入によって工業化を図るとい

うことである。機材導入においては、共同出資、無償の双方があり得る。また、OVOP は

地方に焦点を当てており、地域に雇用と収入を創出することを目的にするのに対し、ク

ラスターは地方に限らず、既に事業が開始しているものである。（ZDA は、OVOP を機

材の導入など工業化の手段としてとらえているが？）→ MCTI もそのようにとらえてい

る。マラウイの事例を知っている。 

 商品に付加価値をつける前の段階でクラスターを考えることができず、よって、OVOP

が重要となる。産業クラスターである程度の量を生産するようになったら、次の段階とし

て輸出を考える。ただし、小規模の場合など、必ずしもクラスターをめざすということで

はなく、場合による。いずれにせよ、付加価値をつけることと、競争力のある商品開発が

重要であり、OVOP にはそれを期待している。 

 

【OVOP に適したセクター】 

 農産品加工等、農業関連事業が大部分になるであろう。成長セクターであればベタ

ーだが、それにとらわれて機会を逃したくなく、畜産業や宝石産業など、セクターを問

わず対象としたい。企業形態も問わない。さらに、ZDA の能力を強化したいと考えてい

る。 
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【OVOP に期待したいこと】 

 事業者が質の高いものを生み出せるように、適切なエクステンションサービスを受けら

れるようにしたい。また、生産量と生産性を上げることも重要である。さらに、保管、パッ

ケージング、ブランディング、ファイナンシャル・マネジメント、事業計画、HR など、事業

を拡大するための能力、知識、技術を提供してほしい。 

 

【OVOP 事務局について】 

 事務局は MCTI の産業局の下に設置する予定である。具体的な人員については今

後調整する。 

 

【RIS について】 

 RIS のフォーカスや政策目標等、重要な内容はドラフトとほぼ変わらず、また、今日話

したことともそれほど違いがない。現在ライン省庁からコメントを求めており、それから内

閣の承認を得る。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 

(4) CEEC 
1. 日 時 2012 年 11 月 23 日（金）  15：30～14：30 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 CEEC 

4. 先方対応者 Mr. Likando Mukumbuta, Director General 

Mr. Ernest A. Muwamba, Programme Manager 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 MCTI 傘下の機関で、中小零細企業の持続的な発展を確かなものにし、企業の発展

を通じて貧困削減を図ることが目的である。すべての州に人員を配置している。新しい

長官は 2012 年 10 月 1 日に就任。 

 SME に関する部署は CEEC にも ZDA にもあるため、現在 CEE Act を見直し中であ

る。見直し中の CEE Act のドラフトは 12 月に終わり、2013 年初に議会に提出予定であ

る。現在、CEE Act だけでなく ZDA Act, Patent and Company registration Act をすべて

見直し中である。ZDA は投資促進に集中するべき。 

 

【最近の事業】 

 以下の 2 つの観点からエンパワーメント・プログラムを実施し、過去 4 年間で約 4,000

万 US ドルを支出した。同プログラムのターゲットは、性別、年齢などの理由により社会

の主流から取り残された人々である。 

1. ビジネス環境を整え、経済活動への参加を促す。 

2. ビジネス・デベロップメント・サポート（BDS 提供、資金提供） 

 

【今後の事業】 

 MCTI による新しいアプローチとして、富と貧困の問題に対処するため、特に若者を

対象とした雇用創出プログラムがある。また、2013 年からの新プログラム（3,000 万 US

ドル）として、クラスター開発がある。これは、バリューチェーンに焦点を当て、付加価値

活動を促進し、郡レベルで競争力のある商品やサービスを発展させることを目的として
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いる。（例：西部州のコメ、畜産、乳製品、キャッサバ、パームオイル等。）全国的に食品

加工のポテンシャルがある。上述した西部州のコメ等、特定の商品や郡にターゲットを

当てることが必要である。また、多くの人が付加価値経済活動の仕事に加われるように

したい。 

 現在、バリューチェーン・マッピングを進めており、商品を特定するところまで完了して

いる。今後、そのランクづけを行い、来年は 30 のバリューチェーンを選びたい。つまり 1

州から 3 品ということになる。 

 上記アプローチは OVOP のコンセプトと共鳴すると思っている。 

 

【CEEC 組織編成について】 

 現在、組織の再編成中である。マネジャーを 2 名体制にし、1 名は中小零細事業者の

環境支援を行い、もう 1 名は中小零細事業開発支援を行うという構想を考えている。 

 州レベル職員は現在 18 名だが、新たな計画のもと各州 3 名の全 30 名体制となる予

定である。ただし、すべて CEEC の職員で賄うのではなく、ZNFU（Zambia National 

Farmers’ Union）等、外部人材を活用することを考えている。 

 エンパワーメント・ファンドのマネジメントのため、郡レベルでメンターとしてBDSを雇用

する予定である。その場合はエンパワーメント・ファンドの外部委託を考えている。 

 

【ファンドの状況について】 

 2011 年 11 月にサスペンドされたが、 2012 年 12 月には再開されるのではないか。来

年のファンド使途の予定は以下のとおり。 

90％：地方（2,000 万 US ドル） 

40％：若者 

30％：女性 

20％：身体障害者 

10％：その他 

7. 所感 ・CEEC の役割、今後の展開は OVOP の実施に適していると受け取れるが、実績が乏

しいだけに、リスクも高い。 

・CEEC が OVOP 事務局のメンバーに入っていることを知らないなど、MCTI や ZDA と

うまくコミュニケーションが取れているか不安が残る。 

8. 入手資料 Value chain map 

 
(5) フィンランド大使館 

1. 日 時 2012 年 11 月 26 日（月）  8：00～9：00 

2. 場 所 フィンランド大使館 会議室 

3. 機関名 フィンランド大使館 

4. 先方対応者 Mr. Ville Luukkanen, Counsellor of Economic Growth and PSD 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【支援方針】 

 パリ宣言でうたわれている、その国の制度と調和し、他ドナーとの協調を主眼に支

援。主にザンビア政府に対する財政支援を行い、政府がその資金を使用して、彼らの

制度を使って実施することを支援している。 

 

【主な支援】 
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主な民間セクター支援は、内閣府主管の 5 年プログラム（2009～2014）である、PSDRP 

II（Private Sector Development Reform Program phase 2）が挙げられる。予算は 800 万

ユーロであるが、今のところ 200万ユーロのみを使用済みで、後 2 年で 600 万ユーロを

使わなくてはいけない。予算消化が進んていないのは、ドナーの観点からみてプログラ

ムが効果的でないとうことである。フェーズ 1 では DfID、オランダ、フィンランドが共同出

資者であったが、当プログラムが効果的でなかったため、今はフィンランドだけが出資

している。 

 また、金融セクター支援として、予算 350 万ユーロの“FSDP II”（Financial Sector 

Development Program Phase 2）があり、こちらは Bank of Zambia が主管であるが、政府

プログラムであり、セクターをまたいだものである。 

 その他、より小さいプログラムとして、ZCSMBA、ZAM、Zambia National Association 

For Sawmillers 等による支援が挙げられる。 

 

【BDS について】 

 われわれのプロジェクトでは BDS は、あまり利用していないが、その理由として下記の

ことが挙げられる。以前、オランダと共同出資で“Business Development Services 

Voucher Program（実施者は ZDA）”を実施しており、資金提供によって BDS 市場を促

進することを目的としていた。最初は全額を補助し、徐々に補助額を減らしていった

が、このプロジェクトは、マネジメント・ストラクチャーを維持するコストがかかりすぎるため

（60％がアドミンコスト。40％しか本来の目的に使われなかった）、失敗に終わった。そ

の後も解決策が見つからなかった。 

 個々の BDS においては、TOR を固めれば、国内での調達に問題はない。 

 

【農村工業化について】 

 農村工業化の可能性については懐疑的である。私たちの考えでは、政府からコメント

されるすべてのことは、政治化されすぎており、政治以外の何物でもない。何か目に見

える成果が出せなければすぐに職を解雇されると、政府関係者は怯えている。例えば、

産業クラスターでも、彼らにとっては、フェンス、建物、机などなど目に見えるものを作る

ことが重要。 

 

【有効な支援方法について】 

 ザンビア各地には有望なリソースがあるが、それを存続可能なビジネスにできていな

い。対応策としては、起業家やベンチャーキャピタルが大事であると考えているが、フィ

ンランドはザンビア政府を通して支援しているため、そのような戦略・施策は今のところ

行っていない。 

 資金を提供する機関として、ザンビアでは Development Bank of Zambia（DBZ）と

CEEC がある。CEEC について、前政権では、政治的な資金提供に終わったので失敗

となった。今は新しい CEO となり、今までとは違うが、実際の動きは未知数である。他の

銀行、MFI と競争する能力もなく、政治的プレッシャーが強いので、失敗する可能性が

高いと個人的には思っている。 

 USAID をみると、彼らは政府系の団体を通さず、コンサルタントを雇って事業を実施

している。また、ビジネス・アソシエーションはメンバーに対してサービスを提供してお

り、彼らを通して中小零細事業者への支援を行う、という戦略は考えられる。道のりは長

いが、試す価値があると考える。 

 

【ZCSMBA について】 

 われわれの支援は工業化でなく、ZCSMBA がより良いサービスを提供できるようにす
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ることである。彼らのサービスのインパクトが出るようになれば良く、支援は間接的なもの

である。ZCSMBA は、BDS としての評価は良いし、また今後さらに良い組織になれる。

しかし、彼らの本当の存在意義は、企業がアソシエーションを組織し、ZCSMBA の政

策によって、政府に対しロビー活動を行い、政府から得たいものを得ることにある。彼ら

を支援する際に注意すべき点は、彼らの活動を支援するのか、自分たちが実施したい

ことを行ってもらうツールとして支援するのかのバランスをとることだ。ドナーなどの資金

を受けると、ドナー意向の強い組織となってしまう。 

 

【地方での実施機関について】 

 地方の政府機関の職員は不足しており、また、移動手段である車にはガソリンがない

状態である。政府はそのような状態を変えようとしているが時間がかかるだろう。郡で有

効に機能している組織はなく、われわれもその点において、ずっと苦心してきた。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(6) NTBC 

1. 日 時 2012 年 11 月 26 日（月）  9：30～10：30 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 National Technology Business Centre（NTBC） 

4. 先方対応者 Dr. Mukombo Jonathan Tambatamba, Director 

Mr. William.S.Mbuja 

他 3 名 

 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 NTBC は教育・科学・職業訓練・早期教育省傘下の法定組織で、革新と発明を市場

性のある製品に変えるための媒体となることを目的として 1997 年に設立され、2002 年

に活動を開始した。 

 

【主な活動】 

・政府系ファンド“Technology Business Development Fund” 

革新性のある小規模事業者に対して小規模ローンを提供する。 

・“Technology Information Resource Centre” 

技術、特許、研究に関するデータベースをオンラインで公開している。期限切れ特許

データベースを利用してビジネスにつなげる試みも行っている。また、例えば、木材加

工において、その加工に必要な技術は何であるのか、その技術がどこで入手可能なの

かなどの調査、提案、実施を行っている。 

・技術経済評価を行い、フィージビリティ・スタディを行う。 

例えば、パイナップル加工業者に対して、パッケージングなどの技術においてフィージ

ビリティ・スタディを実施した。この機能はザンビアでは、Development bank of Zambia と

NTBC のみが保有する。 

・「技術審査・検証プログラム（Technology Audit and Validation Programme）」 

企業と対話し、使われている技術が適切か、環境にできるだけ悪影響を与えないもの

かを検証する。 
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・「Southern African Innovation Support Programme（SAIS）」のホスト機関である。 

このプログラムの目的は、モザンビーク、ナミビア、ボツワナ、ザンビアの革新システムを

強化することにある。 

 

【NTBC の強み】 

 OVOP でも産業クラスターでもイノベーションは必要である。ZDA には技術を専門と

する部署はないが、NTBC は組織は小さいながらも、ビジネス、マーケティング、エンジ

ニアリング、イノベーションにおいて専門性がある。また、ZDA、政府とは通常から協力

して働いている。 

 

【機材に関する支援】 

 技術（機材）に関してサプライヤーなどの情報データベースをもっており、それを使用

し、必要かつ適切な機材を選定する。また、顧客の資金状況も考えアドバイスを行う。

機材購入手続きについては、小さな機材であれば無料で実施し、機材の使い方の指

導は基本的に無料で行う。ただし、旅費などは事業者に負担してもらう。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 パンフレット各種（紙媒体） 

 
(7) COMESA 

1. 日 時 2012 年 11 月 26 日（月）  11：30～12：30 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 COMESA 

4. 先方対応者 Mr. Edwen Zulu, Coordinator 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【ザンビア SME の課題と日本に期待すること】 

 ザンビアには、マーケットを開拓する力がない。また、道路が整備されていない、電気

の供給が十分でないなどインフラにも課題がある。日本は食料自給率が低いうえに人

口も多いので、その点でも魅力的なマーケットである。日本に期待することは、ザンビア

の村々の資源のなかで需要があるものを日本とともに生産、加工することである。日本

側が、要求（需要）と技術を伝え、ザンビアが供給するようなパートナーシップが良い。 

 

【主要な活動】 

主要な活動として、以下 2 つの事業を行っている。 

・COMESA SME tool kit プログラム 

・産業クラスター事業 

 

【COMESA SME tool kit プログラム】 

 COMESA、International Finance Corporation（IFC）、世界銀行グループ、ELIF とパ

ートナーシップを組んでのプロジェクトである。中小零細事業者への BDS として、キャ

パシティ・ビルディングを実施している。例えば、事業計画、個々の仕様に合わせたトレ

ーニング、アイデア等を事業に落としこむことや、マーケティング、ローンに関するアド

バイスなども行っている。 

 その他、BABA（Buy Africa Build Africa）への支援として、コメ、ハチミツ、マンゴー、

豆などの商品に関して、質の向上、プロセス改善、ブランディング、パッケージ支援など
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を実施している。 

 

【産業クラスター事業の実施】 

・対象分野：綿・織物、革・履き物、キャッサバ 

・事業規模：いずれも 50～100 事業体を対象。 

 綿・織物においては 10 万 US ドルほどの機材を導入する予定で、現在はトレーニング

などを実施した段階にある。産業クラスター事業は COMESA 側の計画により実施され

るものであるが、政府政策ともリンクさせながら行っている。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(8) DfID 

1. 日 時 2012 年 11 月 26 日（金）  16：30～17：30 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 DfID 

4. 先方対応者 Ms. Suzanne Parkin, Private sector development adviser 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【農業関連プロジェクト】 

・Musika 

スウェーデン大使館と共同出資で、NGO である Musika を支援している。予算は 2 年間

で 700 万 US ドル。（Musika：小規模農家をバリューチェーンに巻き込むための支援、

技術支援、事業モデル支援など、USAID プログラムのスピンオフで活動の受け皿とし

て NGO となった。）Market-drivenのプログラムである。Musicaは NGOであると同時に、

農家の生産性向上支援、農薬の供給などを行う大手供給者でもある。 

・Access to Finance プログラム 

予算 1,500 万 GBP 、2013 年より開始予定。Bank of Zambia と実施。なぜ金融サービ

スがうまく機能しないのか、法制度などから MFI に至るまでを調査する。 

・その他、設計初期段階のプログラムである「Private Enterprise Program」では、民間投

資（鉱業だけでなく他のセクターにも投資を呼び込みたい。DFID には CDC と呼ばれる

development finance institution があり、連携も考えられる）、Equity investment、SME 支

援の 3 つのコンポーネントを含む。 

 

【推薦する NGO など】 

・Technoserve：市場にフォーカスした事業を行っている。大豆バリューチェーンへの支

援を行う。 

・Care International：生産性向上プログラムを行っている。 

・COMACO （東部州において事業）：野生動物保護として、密猟をしていた住民を対

象に事業を展開している。 

 

【産業クラスター政策について】 

 MCTI が本当に産業クラスター化を進めたいのか、またそれが可能かどうか疑問。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 



－67－ 

(9) スウェーデン大使館 
1. 日 時 2012 年 11 月 27 日（金）  10：30～11：30 

2. 場 所 スウェーデン大使館 

3. 機関名 スウェーデン大使館 

4. 先方対応者 Ms. Anna Rahm, First Secretary, Agriculture and Rural Dvelopment 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【主要な活動】 

 2003 年から 2008 年まで“Agriculture Sector Programme （ASP）”（予算は約 6,000 万

US ドル）を実施した。ザンビアとスウェーデンの二国間プログラムで、SIDA が支援し、

農業畜産省の後援と管理は 5 つのコンサルティング会社が行った。“Farming as a 

Business”を主眼に、小農家が事業を行えるよう、トレーニング、インフラ改善、BDS など

支援団体へのキャパシティ・ビルディングと適切な BDS への仲介役を行った。農業普

及員が家庭レベルへ訪問し、女性がエンパワーされた等ジェンダーの視点から良い成

果を生んだ。40～50%の農家の収入が倍になり、Food security が改善された等の成果

があった。 

 その後、ASP を MAL に引き継ごうとしたが農業普及員が配置されていない（campo 

officer の 30%は未配置）、配置されていても移動手段がないなど課題が多く、引き継ぎ

は失敗に終わった。 

 

【今の動き】 

 上記失敗（政府への引き継ぎ）もあり、多くの資金を政府に使っても効果が薄いという

結論になり省庁と直接働くことを諦め、NGO（Musica）に支援することとした。予算は 2

年間 700 万 US ドルで、セクターフォーカスでなく、成果主義である。フォーカスは、収

入と雇用（特に若者と女性）、サービスへのアクセス（肥料、ローンアクセス等）、また環

境、持続性も考えている。 

 

【有望な NGO について】 

・IDE ビル・ゲイツ財団 

・solidalidade 

・OXFAM 

・SNV 

・World Vision 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(10) District Council 

1. 日 時 2012 年 11 月 28 日（水）  14：30～15：00 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 Choma District Council 

4. 先方対応者 Mr. Mihupulo Yumei, District commisioner 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 表敬訪問、調査団より当地方出張の目的等説明。 



－68－ 

 

（上記説明に対し） 

付加価値づけは地方事業者にとって重要な活動であり、OVOP のコンセプトは非常に

重要である。OVOP が同郡で実施されることを望んでいる。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(11) Choma District Dairy Co-operative Union 

1. 日 時 2012 年 11 月 28 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 Milk collection center 

3. 機関名 Choma District Dairy Co-operative Union 

4. 先方対応者 Mr. Noole Farmer, Manager of Choma District Dairy Cooperative Union 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 2000 年設立、メンバー数約 730 名。生産量は 1 日約 3,500～5,000 リットルで、年間

売上は約 350 万 ZMK である。6 つの cooperative（地域ごとに 1 つの cooperative）より

構成され、各 cooperative が酪農家からの生乳回収を担当している（タンクのない

cooperative もある）。6 つの coopeative が集まることで大口にし、マーケットを見つけて

おり、また、同連合が各酪農家への新種導入の技術支援や、回収用タンク及び自転車

の購入支援（費用は酪農家負担）などを行っている。 

 製品の約 9 割を大手乳業メーカー、パルマラット（Parmalat）に販売しているが、一部

加工し、牛乳、ヨーグルトとして地元でも販売を行っている。将来的には、牛乳を安価

で提供し、多くの人が飲めるものとしたい。 

 機材、建物などはドナー（USAID）の支援を受けている。（ほぼ無償、一部共同出資）

 

【同組織が課題と考える点】 

・牛乳充填機材あるが、手動である。 

・ホモジャイザーがないのが課題。 

 

【酪農家】 

 酪農家に牛乳の輸送手段として自転車の購入を支援している。自転車とタンクを組

合連合が一括で購入し、各酪農家へ販売している。各酪農家は、3 カ月にわたり、組合

連合へ返済を行う。自転車は 1 台約 85 万 ZMK。 

 

【人工授精支援】 

 酪農家への支援として、ジャージー種（在来種より乳量が多い）の人工授精を行って

いる。液体窒素保存容器（80～100 million ZMK）を所有。 

7. 所感 ・パルマラットが品質を検査し、その評価により価格が決定される。同連合はこれを課題

としており、検査機器を導入することにより価格決定を自ら行いたいとのことであるが、

機材導入により価格決定権が生じるかどうかは不明。 

・非常に活動的であり、リーダーもしっかりした印象。われわれに対し靴の消毒を求める

などマネジメントもしっかりしている。しかし、機材支援を多く受けながら、いまだに機材

支援を求めており、将来的な支援からの脱却には、事業経営ノウハウが必要である。事

業経営に関する知識不足は、同連合も認識しているが、資金不足により人材の雇用、
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トレーニングなどを受けるに至っていないとのこと。 

・リーダー、組織がしっかりしており、具体的な市場（パルマラット）があるため、介入によ

り一定の効果が出る可能性は高いという印象。同連合はパルマラット以外への市場開

拓を求めており、その場合、より高度な事業ノウハウが必要であり、リスクも大きくなるた

め、今後の事業難易度は上がると思われる。 

・今後、更に上をめざすのであれば、マネジメント強化を図る必要がある。 

・実際に支援を考えるうえでは、納入先であるパルマラットに話を聞く必要がある。 

8. 入手資料 なし 

 
(12) Kalomo Dairy Cooperative 

1. 日 時 2012 年 11 月 28 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 Kalomo Dairy Cooperative Milk collection center 

3. 機関名 Kalomo Dairy Cooperative 

4. 先方対応者  

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 2003 年に設立された。現在のメンバー数は 106 名。もともと、個人が生乳をそれぞれ

の回収先、販売先などへ運んでいたが、グループを形成して回収センターを設立し

た。メンバー以外の酪農家も、他の回収センターが遠いという理由で、同センターに生

乳を運んでいる。 

 主な販売先は、パルマラット、Finter dairy などで、これらの企業が生乳のグレードを決

定し、そのグレードにより価格を決定する。彼らの主張によると、乾期になり、採取でき

る生乳の量が少なくなると、グレードが A（最上級）に上がり、逆に、雨期に生産量が多

くなると、企業はグレードを下げ価格を下げるという。ちなみに、グレード A は 1 リットル

2,983ZMK、グレード B は 1 リットル 2,600ZMK で買い取られる。また、酪農家からの買

取価格は 1 リットル 2,300ZMK である。（酪農家は平均 6 頭の牛を保有しており、1 日に

800～900 リットルの生乳を採取している。） 

 

【利益、販売】 

 利益は月約 200 万 ZMK（約 400US ドル）である。他の農家や連合などは 1 リットル

約 2,000ZMK で販売しているが、われわれは 3,000ZMW で販売している。他の農家の

生乳には水が足されているが、自分たちの生乳はきちんと検査されており、そのような

問題はなく、乳腺炎（Mastitis）の検査も行っているため、他より高くても購入する顧客が

いる。ただし、雨期はより多くの農家が牛乳やヨーグルトを販売するため競争が激しくな

る。 

 現在、コップで量り売りをしているが、今後は、容器、プラスチック袋などに詰めて販

売し、付加価値をつけて他社と差別化を図りたい。企業への販売基準を満たせない生

乳は、検査して問題がなければ、酸乳（sour milk）としてローカル販売したい。 

 

【課題】 

・農民は自分で水をコントロールできないため、乾期に搾乳量が落ちることが問題とな

る。 

・建物や機材等をグラントで受け取っているが、ドナーからの支援も終了しているため、

自立しなければない。 
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・生乳回収用タンクの容量（1,500 リットル）が小さい。 

・地区に回収センターが 1 つだけであり、拡大したいがその資金はない。 

 

【ある酪農家の例】 

 同回収センターに毎日来ている。回収センターができる以前の販売先はローカルマ

ーケットで、1 日に約 10 リットル、1 リットル＝1,000ZMK で販売していた。現在は同組合

に販売しており、1 日に約 20 リットル、1 リットル＝2,300ZMK で販売している。 

7. 所感 ・施設が綺麗に保たれているとはいえず、作業者の割烹着も汚れていた。Choma 

District Dairy Co-operative Union と同じような活動ではあるが、リーダーや組織マネジ

メントに課題があるといえる。 

・農家からの購入価格は 1 リットル約 2,300ZMK で、パルマラットへはおよそ 2,600ZMK

で販売している。回収センターの運営、機材メンテナンス、検査キット、将来への投資

などを考えると、マージンが少ないと思われる。酪農家にとっては利益分配が大きい

が、過度であるように思える。 

8. 入手資料 なし 

 
(13) Provincial planning unit 

1. 日 時 2012 年 11 月 29 日（木）  9：00～9：45 

2. 場 所 Provincial planning unit, Southern Province 会議室 

3. 機関名 Provincial planning unit, Southern Province 

4. 先方対応者 Mr. Kabwe Andrew, provincail planning officer 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 （表敬訪問、調査団よりの当地方出張目的説明） 

【Planning officer について】 

 Planning officer は、同州で 4 名いるが、郡レベルにおいても配置されている。（配置さ

れていない郡もある） 

Planning officer は、セクターをまたいだコーディネーションを行っている。また、政府系

財政支援プログラムなどへ事業者から応募があった際の、事業計画審査なども行って

いる。 

 また、地方政府とは別に、農業畜産省、保健省など州、郡レベルで、Planning officer

を配置している省もある。 

 

（一村一品事業が同州で実施された場合、州レベルで動く機関はどこか） 

まず、ZDA が実施者としてあげられる。そのほか、CEEC も ZDA と協力して業務を行っ

ている。 

 上記に加え、私たち、Planinng officer も協力する。例えば、MCTI 作成の事業者リス

ト、本調査地方出張の際の事業者情報収集などでも州、郡レベルのPlanning officerが

協力を行っている。なお、最終的な情報収集は、農業普及員（extention officer）が行っ

ている。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 
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(14) LGI 
1. 日 時 2012 年 11 月 29 日（木）  10：00～10：45 

2. 場 所 LGI workshop 

3. 機関名 Livingstone Greenery Initiative（LGI） 

4. 先方対応者 Planner, 

Other members from widow association 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【LGI 概要】 

 リビングストーンにおいて、ゴミなどの資源を再利用することにより、資源の有効利用と

ゴミ問題の解決、そして緑化に貢献することを目的とした取り組みを行う。2012 年７月か

らプロジェクトを開始した。Mr.Andrew Kabwe（Planning）が個人として LGI を企画し、

デンマーク、フィンランド大使館へ申請し、認められたもの。5 万 US ドルの資金を受け

取り、LGI 参加者に対するキャパシティ・ビルディング、活動に必要な投資、販売先開

拓に係る活動等を行った。 

 現在は、Mr.Andrew Kabwe がリードし、マネジメントしているが、ゆくゆくは彼らのみで

活動できるようにしたいとのこと。 
 
【苗木事業について】 

 現在の主要な活動は、市場などから出るゴミを堆肥にする、ビールの空き箱を苗木用

の箱にする、原産の植物の種を探して集め、植え、苗木にするなど。なお、ゴミはすべ

て無料で受け取っている。 

 苗木は各家庭（メンバー）で育てているが、市場近くの場所を地方議会に提供しても

らっており、そこでも苗木を育てている。 

 現在、4 つの団体〔widow association（55 名）や、1 カ月前より始めた最初のグルー

プ、PF（100 名以上）等〕に声をかけ、団体のメンバーが生産活動をしている。  
 
【顧客】 

 想定する顧客としては、市議会、一般家庭、国土・天然資源・環境保護省（Ministry 

of Lands, Natural Resources and Environmental Protection）が挙げられる。これらの顧

客に対し 9 万～10 万の苗木を販売予定で、販売価格は 15,000～20,000ZMK を想定。

なお、価格は市場価格であり、実際はより安い販売価格になるかもしれない。 
 
【メンバーからのインプット】 

 時間、労働力、原産の植物の種を探して集める。 
 
【その他の動き】 

 プラスチック廃材から財布、カバンなどを作って売っている。製造に必要な糸は購入

している。顧客は主に観光客で、販売価格は、財布が 15,000ZMK など。今のところ 25

個ほど販売している。 
 
【課題、今後の展望】 

 適切な機材を導入し、紙、プラスチックのリサイクルも行いたい。 

7. 所感  購入を約束してくれている国土・天然資源・環境保護省など大口客が毎年定期的に

購入をしてくれるのか不明である点が懸念事項。その他（紙、プラスチック・リサイクルな

ど）は、時期尚早であると考える。時間、労働以外の投入が少ないため、今のところ住

民にとって事業が低リスクで行える点は良い。 

8. 入手資料 なし 
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(15) Mcdonalds Metal Fablication 
1. 日 時 2012 年 11 月 29 日（木）  15：30～16：30 

2. 場 所 Mcdonalds Metal Fablication work shop 

3. 機関名 Mcdonalds Metal Fablication 

4. 先方対応者 Mr. Patric Mumba 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【事業概要】 

 窓枠、ドア枠などの金属製作を行う事業者。2007 年に 2 名で創業し、現在は 13 名の

従業員がいる。機材は中古を購入したり、彼ら自身で機材を作ったりしている。 

 

【競合】 

 近辺に 7 つの同業者があるが、当グループが一番大きい。競合も似たような製品を作

っているが、同事業者は原材料に良い物を使っているので、製品の質が高い。 

 

【技術】 

 学校には行っておらず、他者を観察することによって技術を習得した。コッパーベルト

などでも働いた経験あり。同事業で働き、技術を習得後、独立したメンバーが何名かい

る。そのようにして近隣に技術が移転されている。 

 今後必要なものとしては、機材（彼ら自身で作成していることもあり性能はよくない）や

作業場所の確保が挙げられる。 

 

【販売】 

 売上は数えていないのでわからない。例えば、4 日間で 400 万 ZMK のオーダーを受

けるなど。受注したら手付金を受け取り、それで原材料を購入する。よい原材料を使っ

ているため、他社と比べ販売価格はより高い。顧客は家を建設する個人等。 

 

【彼ら自身で行っていること】 

 将来の投資（機材）のために企業の銀行口座へ貯蓄をしている。今まで支援を受け

たことはない。 

7. 所感  今まで支援を受けたことがなく、創意工夫をして事業を拡大してきたことは素晴らしい

点といえる。しかし、技術的にも、設備的にも、経営の点でも、改善の余地あり。 

同じようなグループがいくつもあり、また顧客も近隣にあり、規模は小さいが産業クラス

ターとしての要素はあるか。 

8. 入手資料 なし 

 
(16) Manufacturer of Copperware 

1. 日 時 2012 年 11 月 29 日（木）  15：30～16：30 

2. 場 所 Manufacturer of Copperware, workshop, Livingstone 

3. 機関名 Manufacturer of Copperware 

4. 先方対応者 Mr. Fredrick K. Chishimba, Executive Director 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 2000 年に創業、ZAM にも登録している。現在従業員は 5 名だが、大きな受注がある

場合には、一時的に他の技術者を雇用する。家族（7 人の息子）で始め、リーダーが他
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の従業員に技術指導をしており、これまで20名以上に指導を行った。創業当初は木彫

りの木工品のみを制作し、ジンバブエから銅製品を輸入していたが、銅製品も自分た

ちで作ろうと、木工品制作の技術を銅製品に活用したり、ジンバブエ人技術者から学

んだりし、事業展開を図った。 

 

【販売】 

 売上は 1 年間で 4～5 億 ZMK（約 10 万 US ドル）。観光客が激減しており、ここ 3 年

は売上が落ちている。観光客のほか、現在、ボツワナ、ナミビアの業者からの受注が入

っている。 

 販売先としては、ルサカに 1 カ所、リビングストーンに 2 カ所ある。主な顧客は、ボツワ

ナ、ナミビア、ジンバブエ、中国からの観光客である。 

 

【顧客からの要望】 

 製品を箱に入れてほしいといわれる。（→ 箱詰めでの販売は手作業で少量のみ行

っているが、より大規模で行うには機材が必要となる。） 

 

【機材について】 

 ルサカ、ダーバン、プレトリアなどから自己資金により購入した。例えば、中古（チェコ

スロバキア製）の曲げ機が 2,500 万 ZMK。 

 

【今後の課題】 

 1 番の問題は、作業場所の確保である。現在作業場所を借りている。2 番目の問題

が、箱などパッケージングである。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(17) Koaramen 

1. 日 時 2012 年 11 月 29 日（木）  13：00～13：45 

2. 場 所 Koaramen workshop、マクニ村、Ligingstone 

3. 機関名 Koaramen 

4. 先方対応者 Mr. Izec Mohiram 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【グループ概要】 

 工芸家（木彫りの動物などを制作）のグループで、メンバーは 15 名。技術は彼らの父

親から受け継いだものである。 

 同グループの特徴として、他のグループでは通常、彫刻から仕上げまで同じ人物が

行うが、同グループでは、彫刻担当、仕上げ担当と分業をしている。売上は制作にか

かわったメンバーで分配する。それぞれのメンバーは、市場にそれぞれのスタンドを持

っており、販売も行う。 

 

【顧客】 

 ツアー会社の企画でこの村に観光客が訪れるが、既にビクトリアの滝など他の観光ス

ポットで同じようなものを買ったからここでは買わないという観光客も多いとのこと。売

上、顧客数などは、数えていないのでわからない。 
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【原材料（木材）】 

 象がなぎ倒した木で制作しており、原材料は無料である。車両などは使わず、歩いて

木を取りに行き、背負って持って帰ってくる。木材を集める専門の人もいて、資金に余

裕がある場合、彼らから木材を購入する場合もある。木材の種類は、Iron wood、

Zambian tick wood, Zebra wood など。 

 

【競争相手】 

 村には同様のグループが 15 ほどあり、他のグループも同じようなものを作っている

が、彫刻する人と、仕上げを行う人を分けて、作業を分業化しているため、他のグルー

プより質（仕上げ）は良い。 

 

【価格設定】 

 彫刻にかかわった人、仕上げにかかわった人がいくらで売るか話し合う。価格設定

は、基本的に、制作にかかった日数により決めている。例えば、5 日間かかったものは

25 万 ZMK であるが、この価格は自分たちがかけた労働力を考慮すると低いと思って

いる。 

 

【課題】 

 観光客はマクニ村を訪れるが、同マーケットはなかなか認知されておらず、観光客も

あまり来ない。もっと同マーケットのことを宣伝したいが、その方法がわからないので助

けが必要。 

7. 所感 ・他業者に比べて木彫りの動物の種類が若干多い点以外は、モザンビークの工芸品

等とも見分けがつかない。 

・彼らがいう質（仕上げの美しさ）の違いは、顧客が認識できるレベルかどうかは不明。 

・観光客へのアピールや他商品との差別化が重要。例えば、「象がなぎ倒した木材を

使用している」などは付加価値がつく可能性もある。 

8. 入手資料 なし 

 
(18) Mwatambulwaku Chikuni Parish Home Based Care Aku VCT Center 

1. 日 時 2012 年 11 月 30 日（金）  14：00～14：30 

2. 場 所 Monze district, Southern Province 

3. 機関名 Mwatambulwaku Chikuni Parish Home Based Care Aku VCT Center 

4. 先方対応者 Ms. Pumnlo Nancy Sang’andn, Cooridnator Income generation activity（IGA） 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 Care International の支援により、HIV/AIDS 患者のケアなどを目的に 2004 年に設立

された NGO であるが、同時に収入創出活動も実施している。現在 25 名のメンバー（ド

ライベジタブル担当 3 名、販売担当 1 名を含む）で構成される。 

 

【販売】 

 全体の販売は把握していないが、以下のとおり。 

・モリンガ（一番の売れ筋）：1 年間で 500 袋、1 袋 50g を 7,000ZMK で販売。 

・レモングラス：1 年間で 100 袋、1 袋 5,000ZMK で販売。 

 

 同 NGO 施設にて販売を行っているが、場所が良くないため、顧客がこの事業を知ら
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ないことがが課題である。事業のこと、商品のことを知ってもらえば買ってもらえるので

はないかと考えている。なお、今まで展示会などに出品したことはない。以前、スーパ

ーマーケット（SPAR）に販売を依頼した際に、パッケージングの改良とバーコードの付

加を指摘された。 

→ バーコードは既に対処済み。パッケージも南アフリカより購入済みとのこと。 

7. 所感 ・8 年ほど取り組んでいるが、いまだ規模が小さい。しかし、彼らは事業が非常にうまくい

っていると認識している。NGO 内の所得創出プログラムであるので、ビジネス意識が低

い点も指摘できる。 

・バーコード、新たなパッケージも購入予定とのことで、同 NGO からの支援と事業の規

模が見合っていない印象を受けた。 

8. 入手資料 なし 

 
(19) Senanga District Agriculture and Commercial Show Society（SDACCS） 

1. 日 時 2012 年 12 月 4 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 SDACCS 会議室, Senanga District, Western Province 

3. 機関名 SDACCS 

4. 先方対応者 Mr. Lingela Lingela 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 2008 年創設の組合（Association）で、個人と Area Farmers Associations から構成さ

れ、メンバーは総勢約 3,500 人である。同組合は、メンバーに対し、トレーニングなどの

サービスを提供している。 

 

【産品】 

・コメ：精米、パッケージング 

・ピーナッツ：ピーナッツバター 

・ヒマワリ：食用油 

 

【販売について】 

販売先：地元マーケット 

販売価格、例：食用油、8,000 ZMK（750ml）。なお、ラベル代 1,800ZMK。 

競合は 10,000 ZMK で販売（当団体より高価格で販売）している。 

 

【認識する課題】 

 原材料を買う資金がない。運転資金があれば、より多く生産・販売ができる。 

7. 所感 ・リーダーはしっかりしている。 

・利益が出ていない。マネジャーなどの雇用費を粗利から捻出できていない。原価計

算に、機材の減価償却費などは含まれておらず、本来の粗利は更に低下するはず。 

・しかし、価格を安くし、販売を行っており、現在の販売価格で利益が出ているとの認識

である。 

・上記課題は、事業経営のトレーニングにより解消される部分もあるが、そもそも食用油

などの製造販売を、同組織のような中小零細事業者が行い利益を出すことができるの

かどうかを考える必要がある。 

8. 入手資料 SDACCS concept paper draft 

 



－76－ 

(20) Western Cashew Industries Limited 
1. 日 時 2012 年 12 月 4 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 Western Cashew Industries Limited, 工場、農園 

3. 機関名 Western Cashew Industries Limited 

4. 先方対応者 Mr. Servia Indara, seed nursering suprervisor 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 1997 年創業。カシューナッツの生産は、Mongu、Kalabo、Senanga、Lukulu 郡で行

い、モングの工場で加工とマーケティングを行っている。 

 機材は CEEC の支援によりインドより購入した。工場裏により大型の機材があるが使

用されていない。加工の段階で、カシューナッツが崩れてしまい、安い値段での販売に

なってしまうためとのこと。 

 工場での加工工程としては、原材料のカシューナッツの貯蔵、カシューナッツを蒸す

作業、ナッツを取り出す作業、ロースト工程、塩味付け工程、パッケージング等がある。

 

【課題と対策】 

 農家等で長年手入れされずに放置され、古くなったカシューの木が多いため、カシュ

ーナッツの生産が全体的に落ちている。このような供給量不足のため、生産量は生産

能力を大きく下回っている。下記受領資料によると、年 3,000t の加工能力をもつが、

99％は使われておらず、このため、輸出機会を含めた販売機会を逃しているといえる。

 生産量をいかに増加させるかが課題であるが、その施策として、現在 2,000ha のカシ

ュー農園を獲得し、モザンビークから導入した新しいカシューの木を植えている。カシ

ューの木は、植えてから約 2 年で収穫できる。種子から苗木を育てる作業を、同企業の

seed nursering suprervisor などが農家に指導している。 

7. 所感  カシューナッツ農家や農家が組織したアソシエーションなどへの支援は有り得る。カ

シューナッツの生産量を増加させた場合でも、加工能力は問題ないといえる。しかし、

販売についてはあくまで計画であり、いまだ不透明。カシューナッツ支援を考える場合

には、より上流工程の支援、もしくはモニタリングも欠かせない。 

8. 入手資料 なし 

 
(21) Kaoma Cassava Processing 

1. 日 時 2012 年 12 月 5 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 Kaoma Cassava Processing 加工場 

3. 機関名 Kaoma Cassava Processing 

4. 先方対応者 Mr. Qurryh Njamba Ngawgula, CEO 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 2012 年に事業を開始した協同組合（cooperative）で、8 つの組織からなる。原材料

であるキャッサバを近隣農家より購入し、加工・販売を行う。 

 

【商品】 

キャッサバ粉（発酵、未発酵の 2 種） 

 

【加工】 
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 キャッサバ（発酵、未発酵）をクラッシュし、パウダーにする。50kg の原材料より 42～

44kg の完成品が得られる。 

 

【機材】 

 機材は NGO（self help africa）からの支援で導入した。製粉機は 1 機 3,000 万 ZMK

で、2 機保有している。また、PC などの支援も受けている。機材受領の際には使用・管

理についてのトレーニングも受けたが、経営に関するトレーニングは受けておらず、自

分たちの知識のみで事業経営を行なっている。 

 

【販売】 

 1 カ月に約 10kg、1kg を約 1,000ZMK で販売している（ただし、まだ事業を開始した

ばかりなのであくまで参考程度の情報）。競合は、地元で販売されているパッケージン

グされていないキャッサバ粉。カップなどで量り売り販売され、より安価で売られている。

 販売場所がないため、ルサカへ販売したいと考えているが、そのためには、バーコー

ド、賞味期限表示などが必要である。（製造原価計算では、機材などの費用も考慮しな

いといけないとの説明に対し、）今は、機材の費用が原価に反映されていないことは知

っている。将来自分たちで機材を購入しなければならないので、その場合は価格を少

しずつ上げる。 

7. 所感 事業経営についての理解が不足している。 

8. 入手資料 なし 

 
(22) Timber group 

1. 日 時 2012 年 12 月 5 日（水）  15：30～16：30 

2. 場 所 Timbers Lithoprint investment Ltd 前, Western Province 

3. 機関名 Timber group 

4. 先方対応者 Mr. Martin Kwalenda, leader of the group 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 江波祐子企画調査員 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 材木生産をする組合（association 7 名）と、ベッドなど家具生産をするグループ（youth 

group）の 2 グループからなるグループ。販売量については、木材生産組合は把握して

おらず、家具グループは年間約 5,000 万とのこと。両グループとも加工機材は所有して

おらず、大きな工場内にある機材を有料で使用させてもらっている。（その機材は

CEEC 支援によるもの。） 

 政府（Kaoma リソースセンター）による技術トレーニングを受講済みである。（費用負担

あり。） 

 近隣に似たようなグループ（競合）が 2、3 ある。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(23) USAID 

1. 日 時 2012 年 12 月 6 日（木）  8：30～9：30 

2. 場 所 米国大使館敷地内会議室 

3. 機関名 USAID Zambia 

4. 先方対応者 Mr. Brian Martalus, Agricultural Development Officer 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 
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高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【支援方針】 

 政府の枠組みと関係なしに、必要と思われることを必要なコンサルタントを使用して実

施しており、主に 4 つの分野にて活動を行っている。 

・政策提言活動（メイズへの過度な予算措置を改めさせるなど） 

・バリューチェーン（ピーナッツバター、ヒマワリ、トマト、大豆など） 

・研究 

・クレジットアクセス支援 

 

経済発展プロジェクトは、Feed the Future Projects と Global Climate Change Projects の

大きく 2 つのコンポーネントから構成される。 

 

1. Feed the Future Projects 

 食料安全の調査を行うプロジェクトのフェーズ 3 を現在実施中である。プロジェクト期

間は 2010～2015 年で、予算は 1,200 万 US ドル。主に東部州で活動プロジェクトを展

開している。市場可能性として、ルサカ、マラウイなどが考えられる。 

2. Expanding Impact in USAID Supported Value Chains 

 プロジェクト期間は 2009～2013 年で、予算は 200 万 US ドル。対象バリューチェーン

をリードする企業とともに実施し、関連中小零細企業が裨益するようにする。農業関連

事業、観光業、工芸品事業等が対象。農家、小規模事業者に対し、グッドプラクティス・

マニュアル、事業計画立案支援などを実施している。 

3. Commercial Agribusiness for Sustainable Horticulture 

2012～2016 年、 500 万 US ドル 

4. Zambia Agriculture R&D Project 

 2011～2015 年、1,800 万 US ドル 

 ザンビア研究機関能力向上、生産性向上、小規模農家のための低費用技術促進な

どの目的で 8 つのプログラムを実施している。 

 

【その他、参考情報】 

 Indaba Agriculturel Policy Reseacrh Insititulte（IAPRI）は、統計、各種データが豊富

である。 

 農業がメインなので、OVOP に適切かはわからないが、以下の機関も有用かもしれな

い。Zambia Nation Union Farm、District Farm Union、CAMACO、ZANACO 

7. 所感 － 

8. 入手資料 Economic Grouth Projects 説明 USAID（紙媒体） 

 
(24) 財務省 

1. 日 時 2012 年 12 月 6 日（木）  10：30～11：30 

2. 場 所 会議室 

3. 機関名 財務省 

4. 先方対応者 Ms. Belinda L. Lumbala, Principal Planner, National Planning Department 

Ms. Pamela Chikonde Kauseni, Principal Planner, National Planning Department 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【財務省の政策】 

 現在、戦略（Rural integrated development strategy）を立案中。ザンビアは過去 10 年
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間で 5％の経済成長を遂げたが、人口の 68％は地方であるにもかかわらず、この 10 年

間で地方において達成できたことは少ない。そのため、地方を発展させることが重要課

題である。また、今はそれぞれの省がバラバラに動いているが、この戦略では、全体的

アプローチを採用している。例えば、教育省が学校を建設し、保健省が Health Post を

設置するなどが挙げられるが、水がないなどの問題が残る。このように、包括的に対処

していないため、結果として住民が十分に裨益していない。 

 

【農村工業化について】 

 MCTI も他の省庁との調整する必要がある。現在、日本大使館に戦略立案支援をお

願いしているところであるが、財務省が特に日本に対してお願いしたい点は、OVOP

（地場産業振興）の適切な実施システムと実施体制（OVOP にどのような組織がかかわ

って、どのように実施するのかを適切に決定してほしい）と、住民のマインドセットを変え

ることである。 

 現在、多くの国民が、政府が無料で支援してくれるものと思っているため、そのような

住民の意識を変えることが重要と考えている。それは起業家精神ともかかわってくる部

分で、MCTI のタスクでもある。何らかの支援をしても、農家や事業者は、その後の環境

の変化に対応できない。資金支援は必要であるかもしれないが、持続性をもたせるた

めには変化に対応できる力をもたなければならず、そのためには、キャパシティ・ビル

ディングやマインドセットを変えることが必要である。これはモノをあげるより重要と考え

ている。 

 なお、MCTI とは定期的に会合をもち、上記戦略、MCTI の戦略などについて話し合

いをもっている。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(25) Zambia Association of Manufacturers (ZAM) 

1. 日 時 2012 年 12 月 6 日（木）  14：00～15：00 

2. 場 所 ZAM 事務所 

3. 機関名 ZAM 

4. 先方対応者 Ms. Roseta Mwape, Chief Executive Officer 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 1985 年設立のビジネス・アソシエーションで、製造業とその関連事業者の利害を代表

する組織である。主な活動はザンビア国製造業発展のための政策提言活動（例：製造

業に対する課税に関する法案の立案など）。対象企業は中規模以上の企業で、会員

数は約 200。 

 

【産業クラスター支援】 

 地方の事業者の課題として、例えば、綿産業では綿を綿繰りせずに販売しており、自

分たちで価格が決定できない点等が挙げられる。綿繰り工場を設置し、自分たちで綿

繰りし、販売することで、より高い価格で販売できると考える。このように現在の状況から

付加価値の観点でステップアップさせたい。 

 また、COMESA のパートナーとして、産業クラスター活動を実施予定であり、現在、繊

維産業でクラスター化をめざしている。なお、繊維産業のクラスターでは以下のようなこ

とを想定している。 
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・ある施設を建設し、その中に事業者が保有していない機材を設置し、共同利用させ、

事業者より利用料を取り、機材のマネジメントを行う。（機材例：縫製業事業者の場合、

スチーマー、裁断機など、彼らが保有していない機材を共有機材として設置する。ミシ

ンなどは保有しているため設置しない。） 

・同時に技術指導も行い、インキュベーターとしての役割を担う。事業者は施設利用に

対し対価を払う。（事業者にすべて無料で与えることは害になり、投資させることを学ば

せることが大切。） 

・数年のうちに施設利用を全部（または一部）終了し、各種トレーニングにより独立させ

るようなインセンティブを与える。事業者が独立しスタンダードに沿った製品を生産でき

るようになることが重要であるため、Zambia Bureau of Standards（ZABS）は重要なパ

ートナーとなる。 

・また、産業クラスターにとってマーケットは重要であり、マーケットがなければ事業者が

産業クラスターに参加するモチベーションもなくなる。マーケットは、最初はローカルレ

ベルから始まり、その後、大きいマーケットをめざすなどが考えられる。ZAM はマーケッ

トと事業者との仲介業者としての役割も果たす。 

7. 所感 産業クラスター化においては、MCTI の見解と似ている。ただ、説明がより具体的であ

った。 

8. 入手資料 リーフレット（紙媒体） 

 
(26) ZDA 北部州事務所 

1. 日 時 2013 年 1 月 31 日（木）  14:10～17:00 

2. 場 所 ZDA 北部州事務所 

3. 機関名 ZDA 北部州事務所 

4. 先方対応者 Mr. Edgar Sigande, Regional Officer, Northern Province, ZDA 

5. 当方出席者 JICA 側出席者 Helen Masiye、高木晃団員、平川貴章団員 

MCTI 側出席者 Mr. John A. Mulongoti, Chief Economist, MCTI  

Mr. Amos Mumba, Senior Economist, MCTI 

6. 面談内容 ・北部州には9郡あり、州スタッフ1名で担当している。企業振興及び輸出・投資促進を

行うことが TOR になっている。企業振興に関しては、小規模企業を取り扱っている。北

部州では 150 の中小零細企業が ZDA に登録しており（多くはカサマ郡に集中してい

る）、そのうち約 2 割が農業関連産業、8 割が商人となっている。 

・ZDA の役割として、MSMEs に対して啓発活動や研修を提供している。また、その後

のフォローアップ、MSMEs 実施状況にかかるモニタリングを行っている。そのほかに

も、経営の記録管理、経営計画策定支援、ICT スキルなどの技術的な指導、ZDA への

企業登録の推奨（登録すると 5 年間の税制上の優遇措置あり）、四半期ごとのモニタリ

ング活動、ニーズを満たした市場の開発、パッケージングを含む付加価値化活動の振

興、小規模事業による資金アクセス確保などに係る支援がある。 

・北部州には、経営及び技術的な指導を行える BDS プロバイダーが 6 名いる。ZDA 州

スタッフは、DBA を窓口として MSMEs に支援を行っている。また、郡レベルのステーク

ホルダーとして、DBA のほか DACO、SNV（研修プログラム提供機関）、DC（主に

District Administrative Officer）などが挙げられるが、そのなかでDBAがもっとも柔軟性

があると考えている。今後、OVOP 活動を進めるうえで、DBA を対象とした基礎的なモ

ニタリングにかかる研修を提供することが必要である。 

・課題として、電気供給が不安定であること、主要なマーケットであるルサカ及びコッパ

ーベルトから遠いこと、ICT スキルが十分ではないこと、小規模事業による資金アクセス

が困難であることなどが挙げられる。また、北部州の市場は大きいと見込んでおり、ポテ
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ンシャルの高い製品を作り、他地域からではなく、最初に北部州を満足させていくこと

が重要である。 

・北部州の 7 つの DBA に対し、OVOP 事業の啓発活動を行っている。豊富な地元資

源を付加価値化することにより、そのコミュニティの振興につながることから、大きな便

益が見込まれる。昨年度（2012 年 1 月～12 月）、MSMEs の研修参加者は、未登録の

MSMEs を含め 108 名に達した。研修内容は、経営、会計、記録管理、市場アクセス、

ICT などであった。 

7.所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(27) CEEC 北部州事務所 

1. 日 時 2013 年 1 月 31 日（木）17:15～18:15 

2. 場 所 CEEC 北部州事務所 

3. 機関名 CEEC 北部州事務所 

4. 先方対応者 Mr. Davies Sitali, Provincial Empowerment Coordinator, Northern Province, CEEC  

Mr. Tresford Phiri, Program Assistant, Northern Province, CEEC 

5. 当方出席者 JICA 側出席者 Helen Masiye、高木晃団員、平川貴章団員 

MCTI 側出席者 Mr. John A. Mulongoti, Chief Economist, MCTI  

Mr. Amos Mumba, Senior Economist, MCTI 

6. 面談内容  北部州では 2 名の CEEC 州スタッフが配置されている。郡レベルでは CEEC スタッフ

は不在である。MSMEs に対し、収入創出活動に向けた資金援助を行っており、収入

が創出されれば、融資を返済し、同活動を持続的に進めていけると見込んでいる。ま

た、雇用創出、経済全般への寄与、起業家への研修（経営管理、会計、市場開発）な

ども CEEC が支援する主たる活動となっている。このように、事業への資金援助を行うこ

とにより、事業の成長及びその雇用につながり、納税や GDP にも寄与することが期待

できる。 

 資金援助した企業に対し、月に 1～2 回の頻度でモニタリングを行っている。モニタリ

ングの内容として、記録管理状況、計画に沿った資金活用の状況、最低賃金の支払い

状況、研修実施やマーケットへのアクセスなどの必要性の確認が挙げられる。 

 現在、融資回収者を外部に委託している。融資返済に失敗する原因として、事業の

失敗、会計などの記録管理レベルの低さが挙げられることから、基本的な経営管理ス

キルの向上、定期的なモニタリングの実施などが必要である。融資を受けた人には、事

業経営を成功に導くために、事業の開始方法、経営管理、市場開発、記録管理などの

研修を行っている。今後、CEEC 州スタッフには、さまざまな分野の経済に関する知識、

事業管理スキルなどの研修が必要である。 

 郡レベルでは、DACO や農業普及員とも協力して活動を行っている。また、DC の

District Administrative Officer が主要な役割を果たすと考えている。 

7.所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(28) Kasama DBA 

1. 日 時 2013 年 2 月 1 日（金）9:00～12:00 

2. 場 所 Kasama DBA 

3. 機関名 Kasama DBA 

4. 先方対応者 Mr. Mwenya Munkonge, Chairperson, DBA in Kasama (KDBA)  
Mr. Muranbia Steven, Member, KDBA 
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5. 当方出席者 JICA 側出席者 Helen Masiye、高木晃団員、平川貴章団員 

MCTI 側出席者 Mr. John A. Mulongoti, Chief Economist, MCTI  

Mr. Amos Mumba, Senior Economist, MCTI 

6. 面談内容 【KDBA 議長】 

 ZCSMBA は、DBA の母体組織である。カサマ郡の DBA（KDBA）は、ZCSMBA やイ

ンターネットなどを通じて、メンバーが活用するための新しい技術、マーケット、商品な

どに関する情報を収集・整理している。また、会員企業からの研修ニーズを取りまとめ、

ZCSMBA に研修の要請を行っている。ZCSMBA で承認されれば、研修費の一部が支

払われることになる。ちなみに、2012 年は 4 つの研修を要請し、そのうち 2 つの研修が

承認された（事業の開始・改善のための経営管理、円滑な事業運営のための経営工

学）。研修指導者として、ルサカから BDS プロバイダーが派遣され、ZCSMBA がその

経費を支払った。 

 2013 年には 9 つの研修を要請中である（研修費の総額：243,814KR）。消費者と生産

者間の需要・供給の関係は重要であることから、市場ニーズを特定できるような基礎的

な内容の研修が必要である。現在、38 社の MSMEs が会員となっている。KDBA には

執行委員会（10 名）があり、委員長、副委員長、秘書、副秘書、会計担当者、副会計担

当者及び執行委員 4 名で構成されている。会員企業は年間 100KR を支払っており、

その会費は管理費、印刷費などに使用されている。KDBA の執行委員会は、

ZCSMBA の支援を通じて BDS プロバイダーに委託し、会員企業に必要なビジネス開

発サービスを提供している。他方で、郡内の会員企業がBDSプロバイダーになれるよう

に、TOT の提供を進めていくことを考えている。KDBA は、ZDA/CEEC 州スタッフと連

携しつつ、DC の District Administrative Officer とも協力して MSME 振興を行ってい

る。また、郡開発調整委員会（DDCC）には2議席を有しており、委員長と秘書がDDCC

メンバーとなっている。 

 

【KDBA メンバー】 

 KDBA は、会員雑誌を通じた会員企業の事業活動の紹介、事業経営手法の指導な

どの支援を提供している。年間 100KR の会費を納めているものの、KDBA には資機材

を購入するような資金力はない。 

 KDBA は、会員企業にコンサルテーション及びモニタリングを提供している。前者に

関しては、プロジェクト実施のためのプロポーザル作成方法、記録管理などに関する支

援を行っている。モニタリングについては、不適切な事業経営がされていないかどうか

を確認するために、会員企業にモニタリング・チームを派遣している。 

 DBA 会員ではない MSMEs に対し、ZCSMBA は融資しないことから、MSMEs は

DBA の会員になるように推奨されている。さらに、DBA に登録することの利点は、DBA

を通じて会員企業の情報がマーケットに公開されること、政府による MSME 関連事業

からの便益が直接受けられる可能性があることなどである。 

 PACRA（MCTI の企業登録局）は、MSMEs に企業登録することを推奨している。ま

た、ZDA に登録することにより、税制上の優遇措置が MSMEs に与えられる。そのほか

にも、ZDA は、事業経営の運営指導、MSMEs に必要な情報の収集・共有などの活動

も展開している。 

7.所感 － 

8. 入手資料 なし 
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(29) CEEC 本部 
1. 日 時 2013 年 2 月 5 日（火）9:45～10:55 

2. 場 所 CEEC 本部（ルサカ） 

3. 機関名 CEEC 本部（ルサカ） 

4. 先方対応者 Mr. Charles Muwe Mungule, Director of Empowerment Programs, CEEC 

5. 当方出席者 Helen Masiye、高木団員、平川団員 

6. 面談内容  以前は応募者からプロポーザルを募り、CEEC で審査して承認された応募者に資金

を提供していた。しかしながら、現在、ポテンシャルのある value-chained cluster（特定の

地域でのビジネス活動）の支援準備を進めている（対象郡及び分野を早めに確定させ

たいとの由）。今年中に各州 3 郡を対象とし、水産加工、乳製品加工、メイズ加工など

の分野で活動を開始する計画である。郡の選定に関しては、地方産業化戦略（RIS）に

沿って、ポテンシャルが認められる既存の事業で開発の見込みが高い value-chained 

cluster を有する郡を対象とする方針である。エンパワーメント・ファンド（利率：年間

12%）は、選定された郡における value-chained cluster 内の MSMEs に融資される。な

お、MSMEs に融資される最高額は 500,000KR となっており、それを超えると CEEC の

管轄外となってしまう。 

 2012 年のエンパワーメント・ファンドは 4,700 万 KR 確保されていたものの、現段階で

支払われていない昨年度の残額がすべて配賦されることになるかどうか定かではな

い。2013 年の同ファンドは、5,400 万 KR 確保されている。また、CEEC の経常予算

（2012、2013 年）は、両年とも各 1,500 万 KR が確保されており、その一部はエンパワー

メント・ファンドの目的で活用されることがある。 

7.所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(30) Development bank of Zambia（DBZ） 

1. 日 時 2013 年 1 月 29 日（火）  10：50～12：10 

2. 場 所 DBZ 会議室 

3. 機関名 Development bank of Zambia（DBZ） 

4. 先方対応者 Mr. Caiaphas Habasonda 

Ms. Hephzibeh Beyani, Acting director projects 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 氏 

高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【概要】 

 融資により、雇用創出と貧困削減をめざす。MSME 向けファンドは以下の 2 つ。 

 

１．Rural Fincance Program 

規模：400 万 US ドル （IFAD 資金） 

期間：2013 年 9 月までのパイロットフェーズであり、その後は継続、拡大をめざしてい

る。IFAD は資金提供でなく、DBA、MFIs など金融機関に対するキャパシティ・ディベロ

ップメントに重点を移す。 

実施方法：DBZ が関心のある MFIs などに資金を貸し出し、各 MFIs が金融業務を実

施する。 

対象：地方（全州）の農業関連バリューチェーンに関係する事業者。 

利率：各金融機関に委ねているが、今までの実績は年利約 48%。今後、政府決定によ

り 42%まで下がる。 

融資審査：（個人、グループ、担保など）各金融機関に委ねており、干渉しない。 
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２．通常業務（名前なし） 

規模：2,000 万 US ドル 

期間：なし。 

実施方法：DBZ が関心のある MFIs などに資金を貸し出し、各 MFIｓが金融業務を実施

する。ただし、ルサカにおいて、直接 DBZ がローン提供業務を実施する場合あり。しか

し、大企業、大規模融資に限られる。 

対象：地域、業種関係なくすべての SMEs。 

融資審査：各金融機関に委ねている。 

利率：各金融機関に委ねているが、今までの実績は年利約 48%。ただし、DBZ が直接

実施する場合は年利 16%ほど。 

 

【地方事業者の抱える問題】 

粗末なインフラ環境（道、電気、水）、低い識字率、低い事業経営能力、低い財務管理

能力 

 

【地方事業者へ必要な支援】 

①技術的支援、キャパシティ・ディベロップメント支援 

②マーケティング支援 

③資金提供支援 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(31) Musika project 

1. 日 時 2013 年 1 月 30 日（水）  13：30～14：00 

2. 場 所 中央州セレンジェ市 

3. 機関名 Musika 

4. 先方対応者 Mr. Charles Musonda, Operations Manager 

Mr. Katuna T. Sinyangwe (Afgri) 

他 Musika agetns15 名 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

平川貴章、高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 以下、Musika 支部（中央州）より聴取した内容。 

【支援方法】 

 小農を市場にリンクさせることを支援方針としており、その施策として、いくつかのモデ

ルがあるが、主に使用しているのは「エージェント・モデル」と呼ばれるもの。Musika が

小農と、インプット・マーケット及びアウトプット・マーケットをつなぐファシリテータの役割

を担う。（ここでのインプット・マーケットとは、農薬、肥料、種、農耕用機材などの供給

者、アウトプット・マーケットとは、加工業者、小売、仲買人などを意味する。）Musika が

これらインプット・マーケット、アウトプット・マーケットとなる企業を特定し、それら企業とと

もにコミュニティに入り、コミュニティよりエージェントとして機能してくれる人材を探す。 

 なお、エージェントは、農薬用エージェント、種子エージェントなど目的により個々に

配置する。企業とエージェントは契約を結び、その後、エージェントは、コミュニティ内の

農家とこれら企業をつなぐ役割として機能する。エージェントと企業、エージェントと農

家は、日常的にコンタクトをとる。 

 また、企業は、農家に対してトレーニングなども実施する。農家の産品の質が良くなる



－85－ 

ことで、企業にもメリットがある。上記企業によるトレーニングに加え、Musika も、エージ

ェント、農家に対し、事業経営トレーニングなどを実施している。 

 

以下、Musika 本部（ルサカ）より聴取した内容。 

【Musika 概要】 

 非営利企業。株主でなく、オーナーが理事会を組織し、Musika が事業を実施する。

職員数は、本部と支部で計 34 名おり、現在 7 つの支部がある。 

 

【運営資金】 

 約 400 万 US ドル。現在、SIDA、DfID より 100％の資金提供を受けているが、中長期

的には BDS などとして他機関より料金を課すなどして、独立をめざす。 

 

【地方農民、小規模事業者の課題】 

 最もクリティカルな課題は、マインドセットである。自分たちは支援を受ける存在では

なく、自分たちの事業として認識、投資することの大事さをわかってもらうことが重要。そ

のため、事業者の費用負担を基本としており、生産活動改善方法を示すためのデモン

ストレーションを行うなどしている。しかし、政府、ドナーなどが安易にカネ・モノを提供

すると、われわれのそのような活動が壊される。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(32) COMACO 

1. 日 時 2013 年 1 月 30 日（水）  16：30～18：00 

2. 場 所 COMACO Regional Office、中央州ムクシ市 

3. 機関名 COMACO 

4. 先方対応者 Mr. Moses Kasaka, extention cordinator 

Mr. Hector Kanata, CTC manager 

Mr. Geroge Chipeta, Extention Services 

Mr. David Sakala, Food technologist 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

平川貴章、高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【目的】 

 貧困問題を抱える地方小規模農家に対し、市場をつくることにより、生態系を保護す

ることを目的として活動する非営利企業。現在メンバーは 15 名である。 

 

【支援の仕組み】 

 農家に対してトレーニングを提供することで一次産品の品質を高め、それを

COMACO の機能（Trading Depot）を通して市場より高い価格で購入し、農家が裨益す

ると同時に、COMACO のトレーニング受講のインセンティブとする。 

 

【製品】 

 ブレックファースト・シリアル、マルチ・グレイン・シリアルが主要製品で、そのほか季節

的な製品として乾燥マッシュルームなどがある。 

 

【販売額】 

把握していない。 
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【課題】 

・COMACO 側のリソースの問題と、コミュニティ側のリソースの問題があり、現在 2 つの

Depot（農家からの原材料回収センター）しかない。 

・COMACO の支援でコミュニティが生産した農産物を、コミュニティが他者へ売ってし

まう場合がある。（そのような農家へは支援を止めるのか？）その場合、支援を止めるこ

とはせず、COMACO と協働していくことのメリットなどを更に説明をする。 

・コミュニティが Depot へ農産物を運ぶ際の道路状況が悪い。モーターバイクや燃料も

足りない。 

・本部からの送金が遅れることがあり、材料買い付けなどに支障が出ている。 

 
【COMACO と他支援の違い】 

 他は商業的色合いが強いが、COMACO はコミュニティの行動を変え、コミュニティを

エンパワーメントする点で他と異なる。 

 
以下、COMACO 本部（ルサカ）でのインタビューで聴取。 

【組織概要】 

 商業的な部門（事業）、非商業的な部門（農家へのサービス）の 2 つから構成される。

2012 年の総予算は約 250～300 万 US ドルであり、事業部門は約 20%がドナーからの

資金で、農家へのサービスは 100%ドナー資金である。 

 
【事業部門】 

 製品は、コメ、ピーナッツバター、シリアル、ポリッジ、ハチミツ、ドライフルーツなど。

2012 年の売上高は約 300 万 US ドルである。原材料は、市場価格より約 15～20%増し

で支援農家より購入する。 

 特にピーナッツバターは国内トップブランドで、利益の 80%ほどがコメとピーナッツバ

ターである。現在、広告宣伝費には予算を使っていない。 

 
【地方農家、小規模事業者の課題】 

・さまざまな場所・サービスから遠隔地にあるため、献身的なスタッフと移動手段（車、バ

イク）が必要となる。 

・識字率が低く、地方農家の 80%ほどが非識字者であるため、ビジュアルを使ったもの

やラジオなどでの情報伝達などが有効である。 

 
【事業においての課題】 

・他者との競争がある。 

・質の低いものからは質の低いものしか生産できないため、質の高い原材料の供給が

重要である。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 COMACO Region office 体制図 

 
(33) Vision Fund 

1. 日 時 2013 年 2 月 1 日（金）  13：30～14：00 

2. 場 所 Vision Fund 

3. 機関名 Vision Fund, 北部州カサマ市 

4. 先方対応者 Mr. Mischeck J. Mwamba, Credit supervisor 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 氏 

平川貴章、高木晃（調査団員） 
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6. 面談内容 【目的】 

 貧しく、支援を必要とする人々に対する必要支援を行っている。ワールドビジョン同

様、特に子どもや女性をターゲットとし、女性への支援の結果として、子どもが学校に

通えるようになることをめざしている。ワールドビジョンより、毎年 10 万 US ドルほど資金

提供を受けており、2012 年は 9 万 US ドルほどの返済不要資金の供与を受けた。 

 

【対象エリア】 

 北部州では、現在、カサマ郡のみで活動を行っているが、今後、Luwingu 郡や Mpika

郡にも人員を配置予定である。カサマ郡事務所には、マネジャー1 名、審査役 3 名、金

融支援会計役 1 名、事務支援 1 名が配置されている。 

 

【初回貸付額】 

 グループ（担保なし）の場合、最低額が 100ZMK、最高額が 750ZMK で、個人（担保

あり）は最低額が 1,000ZMK、最高額が 5,000ZMK である。返済が無事終われば、次

回の貸付額を上げることが可能であるが、新規事業は基本的に対象とならない。 

 

【利率】 

 初回金利は月 5.25%で、3 回の融資後、月 4.75%となり、更に 3 回の融資後は 4.25%

となる。 

 

【顧客】 

 現在 800 人ほどで、貸付総額は 55 万 ZMK。ほぼ商人であり、わずかに農家がいる

のみであるが、今後は農家をより対象にしたい。農産加工業者なども対象である。 

 

【貸付時の支援】 

 貸付前に資金管理、記録管理などのトレーニング（約 30～45 分）を実施し、その後、1

カ月に 1 度、事業が軌道に乗っているか、記録がつけられているかなどモニタリングに

行く。 

 

【課題】 

返済できる資金があるにもかかわらず、返済したくないという顧客がいる。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 パンフレット 

 
(34) SNV 

1. 日 時 2013 年 2 月 1 日（金）  15：30～17：00 

2. 場 所 SNV Kasama office、北部州カサマ市 

3. 機関名 SNV 

4. 先方対応者 Mr. Abraham Mauta, Director Khoza Apiculture Center 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 氏 

平川貴章、高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【目的】 

 1965 年より活動を開始し、現在はルサカとカサマに事務所をもつ。小農の持続可能

な利益と食料確保に貢献することを目的とし、以下に重点を置く。 

・貧困層向け市場の機能とアクセス促進 

・食料生産と生産性向上促進 
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・環境・社会面での持続性を考慮した政策、実践の促進 

 

【支援アプローチ】 

 上記目的達成のために、バリューチェーン・アプローチを採用している。まず、支援す

る製品を決定するが、プロダクト選定基準としては、多数の小農を巻き込めるか、雇用

を生むか、収入を生むか、事業成長性が見込めるか、生産が増加するか、政府の意思

があるか、市場が求めているかなどが挙げられる。その後、当該バリューチェーンに関

心のある民間セクターを探し、それら企業を SNV が訪問し、その後のミーティングをア

レンジする。次のミーティングにて、企業、農家代表、SNV がミーティングを行い、量、

質、種類など、何が望まれているのか、企業から農家へ伝える。例えば、ある品種がほ

しいという要望であれば、研究機関にその種を導入するにはどうしたらいいのか協力を

依頼する。 

 農家以外のバリューチェーンへの支援として、加工業者に対しても、企業開発、ファ

イナンス、ビジネスプランの策定、貿易等の分野で支援を行っている。小売はそれほど

支援の必要性がないと考えているため、小売業者への支援は行っていない。 

 

【地方農家、企業などの課題】 

 彼らに「何が課題か」と尋ねると、「資金がない」と答える。しかし、余計なコストがかか

っているなど、本当の問題は違うところにあることが多い。 

7. 所感 － 

8. 入手資料 なし 

 
(35) ポリッジ生産組合 

1. 日 時 2013 年 1 月 30 日（水）  16：30～18：00 

2. 場 所 Chibusa Home base care association 事務所 

3. 機関名 Chibusa Home base care association 

4. 先方対応者 Ms. Justina mutale, Displinary comm. 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

平川貴章、高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 【組織概要】 

 2008 年設立のアソシエーションで、メンバーは 15 名である。ポリッジ（porridge）を生産

しており、他社より原材料の種類が多く、栄養価が高いことが特徴である。 

 原材料に、メイズ、ピーナッツ、雑穀（millet）ミレット、大豆等を使用している。現在、

近隣にある 250 の農家よりこれらの原材料を購入しており、今後、生産量を 10 倍にした

としても供給には問題がないといえる。 

 栄養価が高いため、地域のヘルスセンターなどから生産能力を超える高い需要があ

る。例えば、現在 1 カ月に 50 袋（1 袋 5kg）しか生産・販売できていないが、需要は 1 カ

月に約 5,000 袋程度ある。また国内の他州や、コンゴ（民）などからも引き合いがある。 

 

【生産能力】 

 生産能力は月約 600ｋｇ（5kg のパッケージを 120 袋分）。ただし、実際の生産量は月

に約 250ｋｇにとどまる。 

 

【売上】 

個人：1,000 袋×0.5kg @ K5/月 

ヘルスセンターなど：50 袋×5kg @ K40/月 



－89－ 

【外部機関による支援】 

・Justice Solidarity Poverty Reduction Fund（2009 年～。予算：7,300 万 ZMK） 

機材、パッケージングなどを支援している。 

・ADF（African Development Fund）（2010 年～。） 

 キャパシティ・ディベロップメント（組織運営、事業経営能力、事業計画など）、製品の

栄養価テスト等で支援を行っている。 

 

【他金融機関からの支援】 

 CEEC、CDF など政府系ファンドにも申し込んだが返答がなかった。ビジョン・ファンド

にも申請したが、企業には貸せないと断られた。同郡の DBA は、名前だけで機能して

いないため支援は期待できない。 

7. 所感  具体的で、ある程度の規模が見込める市場（ヘルスセンターなど）が存在し、既に販

売を行っているが、いまだ供給が需要に追いついていない状態にあるため今後の発展

が期待できる。事実、ヘルスセンターなどからの引き合いが多く、栄養価の高いポリッジ

が顧客に評価されているようで、事業がきちんとした方向に進んでいることを示唆して

いる。栄養価テストの結果が良かったことも効果を生んでいる理由の 1 つと考えられる。

 ただし、生産コストなどは把握しておらず、外部支援により設定した販売価格を順守し

ているのみと思われる。透明性確保のため、財務担当を外部から雇用していることも、

数字に弱くなる原因か。 

8. 入手資料 計画関連資料 

 
(36) ジャトロファ石けん 

1. 日 時 2013 年 2 月 2 日（土）  11：00～13：00 

2. 場 所 Mulondolwa Jatropha Industry 事務所 

3. 機関名 Mulondolwa Jatropha Industry 

4. 先方対応者 Mr. Stanslous mwrla, Board chairperson 

5. 当方出席者 JICA ザンビア事務所 Ms. Helen Masiye, Program Officer 

平川貴章、高木晃（調査団員） 

6. 面談内容 登録企業 

【企業設立経緯】 

 2006年、マリの企業が同地区において、ジャトロファ種子を配布したり、育成法を指導

したりするなどジャトロファ導入を試みたが、しばらくして去ってしまった。その後、2008

年、SNV の支援で、ジャトロファ活用法を考え、石けん生産などを行うために同企業を

設立した。従業員は 2008 年の 17 名から、現在は 23 名となっている。マネジャーと財務

担当は外部から雇用しているが、資金不足のため一時的な雇用にとどまっている。 

 

【製品】 

 ジャトロファ石けん（メイン）、オーガニック肥料（サブ）を生産している。メインの製品で

あるジャトロファ石けんは、ナチュラルであること、香りを付加していないこと、ハーバル

（薬用）効果があることで他社と差別化を図っている。 

 今後、石けん以外にもジャトロファ燃料を生産するなどして、事業拡大をしたいと考え

ている。 

 

【原材料】 

 近隣住民から 1ｋｇ1ZMK でジャトロファの種子を買い取っているが、住民からはより高

価格での買い取りを求められている。 
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【加工工程】 

 オイル抽出（抽出機使用）、フィルタリング（フィルタリング機材使用）、オイル、水、苛

性ソーダを混ぜる（ミキサー故障で、手動）、型への流し込み、パッケージング（紙、プラ

スチックによる簡易な包装） 

 
【生産能力、生産量】 

オイル抽出：10 日間で 20t。 

フィルタリング：正確な生産能力は不明であるが、明らかにオイル抽出の生産能力以上

の生産能力がある。 

石けん作り：1 日 60 リットル 2012 年の石けんの生産期間は 11 月と 12 月のみで、他は

生産していない。2 カ月での原材料の量は約 1,567t で、オイルは 261 リットル、石けん

は 150ｇのものを 2,351 個生産した。 

 
【生産コスト】 

 正確に把握していないが、150g の石けん１個の生産コストは 0.5ZMK 以下ではない

かとのこと。（→計算すると原材料購入費だけでも、約 0.65ZMK になる。） 

 

【販売】 

 近隣の小さな店舗（現在 17 ほど）へ販売している。10 個以上の卸売価格は、2.5ZMK

で、小売価格は 3ZMK である。（この販売価格は他の石けんと比較てして安価。）生産

したものはほぼすべて販売できている。 

 
【外部からの支援】 

 SNV による支援として、組織運営、マーケティング、事業経営（簿記など）のキャパシ

ティ・ビルディングや、機材使用方法の研修がある。 

 また、上記支援とは別に、SNV の助力により、ADF（African Development Fund）へプ

ロポーザルを提出、総額 5 億 ZMK の資金提供を受けた。 

 
【政府系支援】 

 CDF、CEEC ファンドなどにアプライしたが反応がなかった。地方政府が用地購入を

手助けしてくれた。 

 
【課題】 

1. 購入資金不足による原材料不足。 

2. 石けん作り用型、パッケージ、ラベルなどの質を向上させる必要がある。 

3. 原材料を買うため、販売先へ届けるための移動手段が不足している。 

4. 広告宣伝を行う必要がある。 

7. 所感  原材料をより多く購入し、より多く生産したいと考えているが、購入資金不足が問題と

している。しかし、原材料からのオイル抽出量（6kg から 1 リットル）は少ないと思われ、

機材が正しく使われていない可能性もあり、また、原材料を温めるなどの工夫が必要と

考えられる。このため、資金の問題は別の形である程度解決されるといえる。 

 ジャトロファは、燃料に使われる、毒性をもつなど、石けんのイメージによくない要素も

ある。今後、ジャトロファ燃料を生産したいとしているが、石けんのマーケティングともあ

わせて考える必要がある。ジャトロファ石けんは薬効もあり、それゆえに、多くの顧客が

購入してくれると同企業は考えているが、他よりも安価で販売しているため、なぜ顧客

が買ってくれているかを確認する必要がある。 

8. 入手資料 計画関連資料 
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３．収集資料リスト

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Tecnhnology Acquisition & Transfer NTBC

ZCSMBA Strategig Plan　July 2009 – June 2014

ZCSMBA Membership Database

Kasama District Business Assosiation Membership Aplication Form

Mulondolwa Jatropha Industry Profile

Infromation brochure ZAM

What would it take for Zambia's tourism industry to achieve its potential? (July 2011)

What would it take for Zambia's copper mining industry to achieve its potential? (July 2011)

Vision Fund Zambia, "Unlocking Potential for Lasting Change" 

What would it take for Zambia's beef and dairy industries to achieve their potential? (July 2011) 

CEEC Loan Application form

The Profile and Productivity of Zambian Businesses (June 2010) 

Who's doing business in Zambia? What are they doing? And how? 

Draft Version: Rural Industrialization Strategy (RIS: November 2011)

Light Manufacturing in Zambia (January 2013) 

Zambia More Jobs and Prosperity in Zambia: What would it take? (World Bank: June 2011) 

Vision 2030 (December 2006) 

Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Development Policy (April 2009)

Commercial, Trade, and Industrial (CTI) Policy (January 2010)

Sixth National Development Plan (SNDP) 2011-2015 (January 2011) 

TOR for OVOP Secretariat 

ZDA MSE Division's Key Focus Areas 
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